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は
じ
め
に

古
代
都
城
の
儀
式
に
お
い
て
、
儀
仗
は
、
儀
式
空
間
を
荘
厳
す
る
調
度
と
し
て
重

要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
そ
の
詳
細
は
、
貞
観
年
間
頃
に
編
ま
れ
た
と
さ
れ
る

『
儀
式
』
や
、
奈
良
時
代
以
来
の
式
を
集
成
し
た
『
延
喜
式
』
の
規
定
か
ら
窺
わ
れ

る
。
な
か
で
も
、
元
日
朝
賀
、
あ
る
い
は
そ
れ
と
同
じ
構
造
で
挙
行
さ
れ
た
即
位
式

は
、
儀
仗
や
参
加
す
る
官
人
の
範
囲
、
服
装
な
ど
に
お
い
て
、
他
の
儀
式
と
比
較
に

な
ら
な
い
規
模
と
壮
麗
さ
を
誇
り
、
古
代
国
家
に
お
け
る
最
重
要
の
儀
式
た
る
こ
と

を
可
視
的
に
示
す
も
の
で
あ
っ
た①
。

い
わ
ゆ
る
文
安
御
即
位
調
度
図
（
以
下
、
調
度
図
と
略
称
す
る
）
は
、
概
し
て
文
献

史
料
や
発
掘
遺
構
か
ら
し
か
窺
わ
れ
な
い
都
城
儀
式
の
儀
仗
を
具
体
的
に
伝
え
る
類

い
稀
な
る
史
料
で
あ
る②
。
先
学
の
指
摘
に
よ
る
と
、
八
省
院
で
即
位
式
が
行
な
わ
れ

た
平
安
時
代
院
政
期
の
即
位
調
度
を
描
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る③
。
周
知
の
如

く
、
こ
の
絵
図
は
巻
尾
に
「
文
安
」
の
書
写
奥
書
を
も
つ
中
世
後
期
以
降
の
写
本
を

も
と
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
奈
良
時
代
、
平
安
時
代
儀
式
の
検
討
に
も
、
相
応
の

手
続
き
を
経
た
上
で
用
い
る
な
ら
ば
、
極
め
て
有
効
な
史
料
た
る
こ
と
は
言
を
ま
た

な
い
。
と
り
わ
け
近
年
、
平
城
宮
跡
第
二
次
大
極
殿
院
、
長
岡
宮
跡
大
極
殿
院
で
相

次
い
で
検
出
し
た
「
宝
幢
遺
構
」
や
、
平
城
宮
跡
東
区
朝
堂
院
、
同
朝
集
堂
院
等
に

お
い
て
儀
仗
に
か
か
わ
る
可
能
性
の
あ
る
遺
構
を
検
出
し
た
こ
と
に
よ
り
、
発
掘
調

査
成
果
と
考
古
学
的
な
知
見
を
踏
ま
え
た
調
度
図
そ
の
も
の
の
検
討
が
進
め
ら
れ
た

点
は
特
筆
さ
れ
る④
。

た
だ
し
、
こ
れ
ま
で
の
調
度
図
の
研
究
は
、
そ
の
巻
頭
に
記
さ
れ
る
高
御
座⑤
と
七

本
の
宝
幢
・
四
神
旗
に
集
中
し
て
き
た
感
が
否
め
な
い⑥
。
と
こ
ろ
が
、
即
位
・
朝
賀

な
ど
律
令
制
下
の
大
儀
に
お
い
て
、
大
極
殿
前
の
宝
幢
・
四
神
旗
の
ほ
か
、
八
省
院

北
門
か
ら
朱
雀
門
外
に
い
た
る
各
所
に
多
数
の
幡
が
建
て
ら
れ
た
こ
と
は
周
知
に
属

す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
事
実
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
調
度
図
の
理
解
は
、
大
極
殿
と

そ
の
前
庭
の
み
で
は
な
く
、
八
省
院
北
門
か
ら
朱
雀
門
外
に
い
た
る
す
べ
て
の
幡
を

総
体
と
し
て
と
ら
え
行
な
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

以
下
本
稿
で
は
、
ま
ず
『
儀
式
』『
延
喜
式
』
に
お
け
る
大
儀
の
儀
仗
を
確
認
す

る
。
次
い
で
、
宝
幢
・
四
神
旗
の
み
な
ら
ず
、
調
度
図
に
描
か
れ
る
幡
全
体
を
対
象

と
し
て
、
調
度
図
の
構
成
を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
れ
ら
の
検
討
を
踏
ま
え
、
最
後
に
、

調
度
図
の
成
立
時
期
を
平
安
時
代
の
即
位
式
の
な
か
で
考
え
て
み
た
い
。

一　
『
儀
式
』『
延
喜
式
』
に
よ
る
大
儀
の
幡

律
令
国
家
の
朝
儀
は
、
大
儀
・
上
儀
・
中
儀
・
小
儀
に
区
分
さ
れ
て
い
た⑦
。
そ
の

区
分
は
、『
内
裏
儀
式
』『
内
裏
式
』『
儀
式
』『
延
喜
式
』
に
お
い
て
若
干
の
変
化
が

認
め
ら
れ
る
。
変
化
の
方
向
は
、
時
代
が
降
る
に
つ
れ
て
上
儀
が
中
儀
も
し
く
は
小

平
安
時
代
の
即
位
儀
と
そ
の
儀
仗

―
文
安
御
即
位
調
度
図
考

―
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儀
に
、
あ
る
い
は
中
儀
が
小
儀
と
さ
れ
る
な
ど
、
い
ず
れ
も
下
位
区
分
に
向
け
た
も

の
で
あ
り
、『
延
喜
式
』
で
は
、
上
儀
と
さ
れ
る
儀
式
は
な
く
な
り
、
大
儀
・
中
儀
・

小
儀
の
三
区
分
に
整
理
さ
れ
て
い
た
。
多
く
の
儀
式
が
下
位
に
区
分
さ
れ
て
い
く
な

か
、
元
日
朝
賀
は
一
貫
し
て
大
儀
と
し
て
把
握
さ
れ
、
こ
れ
と
同
じ
儀
式
構
造
と
さ

れ
る
即
位
、
さ
ら
に
大
嘗
会
、
受
蕃
国
使
表
は
、
必
ず
し
も
す
べ
て
の
儀
式
書
に
区

分
を
明
示
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
い
ず
れ
も
大
儀
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
た
と
思

わ
れ
る
。
大
儀
と
中
儀
な
い
し
小
儀
と
の
差
異
は
、
儀
仗
の
規
模
、
官
人
の
装
束
と

参
加
す
る
官
人
の
規
模
に
認
め
ら
れ
る
。
前
者
に
つ
い
て
、大
儀
と
中
儀
以
下
で
は
、

建
て
ら
れ
る
幡
な
ど
の
種
類
と
規
模
に
明
確
な
差
異
が
認
め
ら
れ
る
ほ
か
、
大
儀
の

儀
仗
に
は
、
衛
府
官
人
以
外
に
中
務
省
に
率
い
ら
れ
た
内
舎
人
、
大
舎
人
寮
、
隼
人

司
な
ど
が
加
わ
る
。
ま
た
、
大
儀
の
武
官
の
装
束
は
、
位
階
で
は
な
く
官
職
に
応
じ

て
定
め
ら
れ
て
い
た⑧
。
さ
ら
に
、
元
来
大
儀
は
、
無
位
以
上
の
全
官
人
が
朝
庭
に
列

立
す
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
い
た
。
以
下
、
本
稿
の
検
討
に
不
可
欠
な
、
大
儀
の
幡

に
か
か
わ
る
『
延
喜
式
』
の
規
定
を
あ
げ
る⑨
。

史
料
Ａ
『
延
喜
式
』
兵
庫
寮
元
日
即
位
条

凡
元
日
及
即
位
搆
二
建
宝
幢
等
一
者
、
預
録
二
色
目
一
移
二
送
兵
部
一
。
前
十
五
日
、

復
請
二
夫
単
廿
人
〈
各
日
飯
五
升
・
塩
一
勺
〉・
鋤
十
五
口
一
〈
事
訖
返
上
〉。

待
二
官
符
到
一
、
寮
与
二
木
工
寮
一
、
共
建
二
幢
柱
管
於
大
極
殿
前
庭
龍
尾
道
上
一
。

前
一
日
、
率
二
内
匠
寮
工
一
人
、
鼓
吹
戸
卌
人
一
、
搆
二
建
宝
幢
一
。
従
二
殿
中

階
一
南
去
十
五
丈
四
尺
建
二
烏
像
幢
一
、
左
日
像
幢
、
次
朱
雀
旗
、
次
青
龍
旗
〈
此

旗
当
二
殿
東
頭
楹
一
、
玄
武
旗
当
二
西
頭
楹
一
〉、
右
月
像
幢
、
次
白
虎
旗
、
次
玄

武
旗
〈
相
去
各
二
丈
許
、
与
二
蒼
龍
白
虎
両
楼
南
端
楹
一
平
頭
〉。
訖
並
返
納
。

史
料
Ｂ
『
延
喜
式
』
中
務
省
大
儀
条

（
前
略
）
其
日
依
二
時
尅
一
、
輔
丞
各
二
人
相
分
率
二
内
舎
人
一
、
大
極
殿
前
庭
近
衞

陣
以
南
隊
レ
之
〈
内
舎
人
不
レ
足
者
、権
補
二
卌
人
一
。
大
舎
人
十
人
、内
豎
廿
人
、

有
品
親
王
家
十
人
。
省
直
仰
令
レ
進
二
名
簿
一
便
補
レ
之
。
其
名
簿
具
注
二
父
祖
官

位
一
。
蕃
客
入
朝
之
時
、待
二
太
政
官
所
レ
下
名
簿
一
補
レ
之
〉。
各
居
二
胡
床
一
〈
其

輔
胡
床
以
二
虎
皮
一
敷
レ
之
〉。

纛
幡
二
旒〈
預
掘
レ
穴
樹
二
管
柱
一
〉。
鉦
鼓
各
二

面
〈
並
有
二

档

槌
一
〉。（
後
略
）

史
料
Ｃ
『
延
喜
式
』
左
近
衛
府
大
儀
条

（
前
略
）
中
将
率
二
将
監
以
下
一
、
隊
二
於
大
極
殿
南
階
下
一
。
大
少
将
率
二
将
監
以

下
一
、
隊
二
於
中
務
陣
以
北
一
〈
若
蕃
客
朝
拝
者
、
降
二
隊
於
龍
尾
道
下
一
。
其
隊

幡
小
幡
各
倍
レ
数
〉。
龍
像
纛
幡
一
旒
〈
加
レ
戟
。
其
管
預
前
儲
備
。
余
皆
准

レ
此
〉、
鷹
像
隊
幡
四
旒
、
小
幡
卌
二
旒
〈
緋
黄
各
廿
一
旒
、
並
著
レ
戟
。
余
亦
准

レ
此
〉。
鉦
鼓
各
一
面
〈
面
別
加
二
槌
・
其

档
一
。
余
亦
准
レ
此
〉。
将
監
率
二
将

曹
以
下
一
、
隊
二
於
大
極
殿
以
北
後
殿
南
一
、
並
居
二
胡
床
一
〈
少
将
以
下
胡
床
各

敷
二
虎
皮
一
。
預
奏
二
請
内
蔵
寮
一
。
永
収
二
本
府
一
。
余
府
准
レ
此
〉。（
後
略
）

史
料
Ｄ
『
延
喜
式
』
左
衛
門
府
大
儀
条⑩

（
前
略
）
督
率
二
尉
以
下
一
、
隊
二
於
会
昌
門
外
左
一
〈
若
蕃
客
朝
拝
者
、
隊
二
於
応

天
門
内
一
〉。
鷲
像
纛
幡
一
旒
、
鷹
像
隊
幡
二
旒
、
小
幡
卌
九
旒
、
鉦
鼓
各
一
面
。

伴
氏
五
位
一
人
〈
右
佐
伯
氏
、各
服
二
礼
服
一
〉、率
二
門
部
三
人
一
〈
装
束
同
レ
上
。

不
レ
著
二
弓
箭
一
〉、
入
レ
自
二
腋
門
一
。
居
二
会
昌
門
内
左
廂
一
〈
門
部
在
二
門
下
一
〉。

依
二
時
尅
一
令
二
開
門
一
。
佐
率
二
尉
以
下
一
、
隊
二
於
応
天
門
外
左
一
。
隊
幡
二
旒
、

小
幡
卌
五
旒
。
尉
一
人
率
二
門
部
三
人
一
居
二
門
下
一
。
開
門
畢
還
二
本
陣
一
。
又
尉

率
二
志
以
下
一
、
隊
二
於
朱
雀
門
外
一
。
隊
幡
二
旒
、
小
幡
卌
八
旒
。
志
一
人
率
二

門
部
五
人
一
居
二
門
下
一
。開
門
畢
還
二
本
陣
一
。自
二
朱
雀
門
外
一
至
二
于
第
一
坊
門

傍
路
一
、
衛
士
隊
レ
之
。
又
尉
率
二
衛
士
已
上
一
、
隊
二
於
龍
尾
道
以
南
諸
門
一
。
小

幡
四
旒
。
志
率
二
衛
士
已
上
一
、
隊
二
於
東
西
諸
門
及
余
腋
門
一
。（
後
略
）

史
料
Ｅ
『
延
喜
式
』
左
兵
衛
府
大
儀
条

（
前
略
）
督
佐
率
二
尉
以
下
一
、
隊
二
於
龍
尾
道
東
階
下
一
〈
若
蕃
客
朝
拝
者
、
隊
二

於
会
昌
門
内
外
一
〉。
虎
像
纛
幡
一
旒
、
熊
像
幡
四
旒
、
小
幡
九
十
六
旒
、
鉦
鼓

各
一
面
。
又
尉
率
二
志
已
下
一
、隊
二
於
北
殿
門
左
一
〈
右
府
隊
二
於
同
門
右
一
。
余
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亦
准
レ
此
〉。
小
幡
十
八
旒
。
志
率
二
兵
衛
以
上
一
、隊
二
於
北
掖
門
東
廊
門
一
。（
後

略
）

史
料
Ａ
〜
Ｅ
に
み
え
る
大
儀
の
儀
仗
の
全
容
を
表
一
に
ま
と
め
た
。
こ
れ
に
よ
る

と
、
大
儀
の
幡
は
大
き
く
四
つ
に
分
類
さ
れ
る
。
第
一
は
、
宝
幢
お
よ
び
四
神
旗
で
、

兵
庫
寮
と
木
工
寮
が
構
え
建
て
る
。
第
二
は
、
纛
幡
。
第
三
は
、
鷹
像
隊
幡
、
隊
幡
、

熊
像
幡
と
み
え
る
幡
。
第
四
は
、
小
幡
で
あ
る
。
第
二
の
纛
幡
は
、
衛
府
の
ほ
か
中

務
省
に
も
み
え
る
が
、
第
三
、
第
四
の
幡
は
衛
府
に
限
ら
れ
る
。

『
令
義
解
』
に
よ
る
と
、

　

 

幡
者
、
旌
旗
惣
名
也
。
将
軍
所
レ
載
曰
二
纛
幡
一
、
隊
長
所
レ
載
曰
二
隊
幡
一
、
兵
士

所
レ
載
曰
二
軍
幡
一
也
。

と
み
え
る⑪
。『
令
義
解
』
に
み
え
る
纛
幡
、
隊
幡
、
軍
幡
は
、
大
儀
の
幡
の
う
ち
、
宝

幢
お
よ
び
四
神
旗
よ
り
下
位
の
、
三
つ
の
区
分
に
相
当
す
る
。
ま
た
、
幡
の
ほ
か
の

儀
仗
と
し
て
、
鉦
・
鼓
が
み
え
る
。『
延
喜
式
』
に
よ
る
と
、
鉦
・
鼓
は
、
大
極
殿
東

南
・
会
昌
門
外
・
栖
鳳
楼
西
南
・
朱
雀
門
内
の
四
箇
所
に
兵
庫
寮
が
弁
備
し
、
そ
れ

ぞ
れ
の
長
は
寮
頭
以
下
の
四
等
官
が
任
じ
た
ほ
か⑫
、
中
務
省
・
衛
府
に
も
付
属
し
て

い
た
。
大
極
殿
、
会
昌
・
応
天
・
朱
雀
門
の
撃
鉦
鼓
人
各
一
人
・
執
夫
四
人
、
中
務

撃
鉦
鼓
人
各
二
人
・
執
夫
八
人
、
諸
衛
の
撃
鉦
鼓
人
一
人
・
執
夫
四
人
は
、
す
べ
て

兵
庫
寮
が
準
備
し
た⑬
。
こ
れ
ら
の
人
員
は
、「
大
儀
及
行
幸
諸
衛
府
所
レ
須
撃
二
鉦
鼓
一

人
及
執
夫
、
本
府
臨
時
具
録
二
其
数
一
申
レ
官
。
然
後
分
配
」、
あ
る
い
は
、「
凡
大
儀
所

レ
須
撃
二
鉦
鼓
人
一
及
執
夫
者
、移
二
請
兵
庫
一
〈
其
数

装
束
見
二
兵
庫
式
一
〉。
余
府
准

レ
此
」
と
み
え
る
こ
と
か
ら
、
諸
衛
府
（
中
務
省
も
か
）
か
ら
そ
の
人
数
を
太
政
官
に

申
請
し
た
後
、
兵
庫
寮
へ
の
移
を
う
け
て
、
各
衛
府
・
中
務
省
に
分
配
さ
れ
た
と
思

わ
れ
る⑭
。
な
お
、
元
日
朝
賀
に
お
い
て
、
鉦
鼓
は
和
銅
八
年
（
七
一
五
）
に
は
じ
め
て

用
い
ら
れ
た
と
い
う⑮
。

以
上
が
、
大
儀
の
儀
仗
の
一
般
的
な
理
解
で
あ
る
が
、『
延
喜
式
』
に
み
え
る
大
儀

の
幡
を
考
え
る
時
、
気
が
か
り
な
問
題
は
、
小
幡
の
本
数
に
端
数
が
み
え
る
こ
と
で

表
一　
『
儀
式
』『
延
喜
式
』
に
み
る
大
儀
の
儀
仗

 

宝
幢
・
四
神
旗
な
ど
を
除
く

陣

威
儀
物

中
務
省
内
舎
人
大
極
殿
前
庭
（
近
衛
陣
以
南
）

纛
幡

2

鉦
・
鼓

各
2

大
舎
人
寮

大
極
殿
前
庭
（
近
衛
陣
以
北
）

執
物

兵
庫
寮

大
臣
幄
西
南

鉦
・
鼓

各
1

会
昌
門
外
東

鉦
・
鼓

各
1

栖
鳳
楼
西
南
角
壇
以
西

鉦
・
鼓

各
1

朱
雀
門
内
東

鉦
・
鼓

各
1

左
右
近
衛
府

大
極
殿
前
庭

龍
像
纛
幡

2

鷹
像
隊
幡

8

小
幡
（
緋
・
黄
各
21
）

84

鉦
・
鼓

各
2

左
右
兵
衛
府

龍
尾
道
階
下

虎
像
纛
幡

2

鉦
・
鼓

各
2

熊
像
幡

8

小
幡

192

昭
慶
門
内
左
右

小
幡

36

北
腋
門
東
西
楼
内

（
兵
衛
）

左
右
衛
門
府

龍
尾
道
以
南
諸
門
（
宣
政
門
・
章
善
門
）
小
幡

8

東
西
諸
門
・
余
腋
門

（
衛
士
）

会
昌
門
外
左
右

鷲
像
纛
幡

2

鉦
・
鼓

各
2

鷹
像
隊
幡

4

小
幡

98

応
天
門
外
左
右

隊
幡

8

小
幡

90

朱
雀
門
外

隊
幡

4

小
幡

96

朱
雀
門
外
第
一
坊
門
傍
路

（
衛
士
）

隼
人
司

応
天
門
外
左
右

（
隼
人
）
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あ
る
。
す
な
わ
ち
、
小
幡
の
本
数
は
、
左
近
衛
府
が
四
二
旒
（
史
料
Ｃ
）、
左
兵
衛
府

が
九
六
旒
と
一
八
旒
（
史
料
Ｄ
）、
左
衛
門
府
が
四
九
旒
、
四
五
旒
、
四
八
旒
（
史
料

Ｅ
）
で
あ
る
。
小
幡
は
、
軍
幡
に
あ
た
り
、
陣
列
す
る
兵
士
が
建
て
る
幡
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
陣
列
す
る
近
衛
・
兵
衛
・
衛
士
の
数
そ
の
も
の
を
示

す
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
り
、
こ
こ
に
み
え
る
端
数
は
、
整
然
と
し
た
陣
の
あ
り

か
た
か
ら
し
て
疑
問
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
ち
な
み
に
、
兵
衛
、
衛
士
の
編
成
に

か
か
わ
る
規
定
は
令
規
に
は
み
え
な
い
も
の
の
、『
宮
衛
令
』
に
よ
る
と
、
行
幸
に
お

け
る
衛
士
の
隊
列
を
「
隊
」
と
い
い
、「
部
隊
主
帥
」
に
よ
り
統
率
さ
れ
た⑯
。
ま
た

『
令
集
解
』
に
よ
る
と
、
五
〇
人
を
隊
と
な
し
、
そ
れ
を
統
括
す
る
「
五
十
長
」
以
上

の
者
を
、「
部
隊
主
帥
」
と
い
う⑰
。
こ
の
規
定
は
行
幸
時
の
衛
士
の
編
成
に
か
か
わ
る

も
の
で
あ
る
が
、
儀
式
に
際
し
て
も
同
様
の
編
成
が
と
ら
れ
た
と
す
る
の
が
穏
当
で

あ
ろ
う⑱
。
兵
衛
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
判
然
と
し
な
い
も
の
の
、
衛
士
の
例
か
ら
推

し
て
、
儀
仗
の
陣
を
構
成
す
る
兵
衛
・
衛
士
は
、
い
ず
れ
も
五
〇
人
を
基
本
と
す
る

の
が
あ
る
べ
き
姿
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
あ
ら
た
め
て
、
儀
仗
の
詳
細
を
検
討
す
る
。『
延
喜
式
』
に
よ
る
と
、
衛

府
の
建
て
る
幡
は
、
纛
幡
、（
鷹
像
）
隊
幡
、
熊
像
幡
、
小
幡
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、

将
軍
（
長
官
）
旗
と
も
い
う
べ
き
纛
幡
に
つ
い
て
は
、「
凡
大
儀
分
配
撃
二
鉦
鼓
一
人
及

執
夫
者
、（
中
略
）
中
務
撃
二
鉦
鼓
一
人
各
二
人
、
執
夫
八
人
、
諸
衛
別
撃
二
鉦
鼓
一
人

一
人
・
執
夫
四
人
・
執
纛
四
人
〈
左
右
衛
門
府
執
纛
夫
各
十
六
人
〉・
執
戟
四
人
。

（
後
略
）」
と
み
え
、
証
鼓
の
場
合
と
同
じ
く
、「
執
纛
」
は
兵
庫
寮
が
弁
備
す
る
も
の

と
さ
れ
て
い
る⑲
。
し
た
が
っ
て
、
衛
府
が
自
ら
建
て
る
幡
は
、
隊
幡
以
下
の
幡
に
限

ら
れ
る⑳
。
以
下
、
隊
幡
と
小
幡
に
注
目
し
て
検
討
を
進
め
る
。
小
幡
の
数
に
隊
幡
の

数
を
加
え
る
と
、
左
兵
衛
府
は
、
九
六
旒
＋
四
旒
＝
一
〇
〇
旒
と
な
り
、
五
〇
の
単

位
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
兵
衛
府
の
儀
仗
が
五
〇
を
単
位
と
し
て
い
た
こ

と
を
強
く
示
唆
す
る
。
そ
れ
に
対
し
左
衛
門
府
の
小
幡
は
、
会
昌
門
外
が
四
九
旒
、

応
天
門
外
が
四
五
旒
、
朱
雀
門
外
が
四
八
旒
で
、
各
陣
の
隊
幡
そ
れ
ぞ
れ
二
旒
ず
つ

を
加
え
て
も
、
朱
雀
門
外
が
五
〇
旒
と
な
る
の
み
で
、
な
お
端
数
は
解
消
さ
れ
な
い
。

と
こ
ろ
が
、『
儀
式
』
元
正
朝
賀
儀
に
よ
る
と
、
応
天
門
外
の
隊
幡
は
「
四
旒
」
と
記

さ
れ
て
い
る
。
小
幡
の
数
、
す
な
わ
ち
衛
士
の
数
か
ら
す
れ
ば
、『
延
喜
式
』
に
記
す

通
り
「
二
旒
」
が
相
応
し
い
と
思
わ
れ
、
ほ
か
に
倍
す
る
数
は
や
や
異
例
と
も
い
え

る
。
し
か
し
な
が
ら
、『
儀
式
』
に
記
す
「
四
旒
」
を
採
り
、
左
衛
門
府
の
三
箇
所
の

陣
全
体
を
み
て
み
る
と
、
幡
の
数
は
小
幡
一
四
二
旒
＋
隊
幡
八
旒
＝
一
五
〇
旒
と
な

り
、
こ
れ
ま
た
五
〇
人
一
隊
の
儀
仗
が
復
原
で
き
る
の
で
あ
る
。

史
料
の
字
句
を
め
ぐ
り
推
測
を
交
え
た
が
、
隊
幡
・
小
幡
の
数
か
ら
推
測
さ
れ
る
兵

衛
と
衛
士
の
数
は
、
左
右
両
府
で
兵
衛
府
二
〇
〇
人
、
衛
門
府
は
三
〇
〇
人
と
な
る
。

令
制
五
衛
府
は
、
左
右
兵
衛
・
左
右
衛
士
・
衛
門
の
各
府
か
ら
な
る
が
、
上
記
の
数
字

に
よ
る
限
り
、
令
規
の
原
則
は
、
各
府
一
〇
〇
名
ず
つ
で
陣
が
構
成
さ
れ
て
い
た
と
推

測
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、『
延
喜
式
』
か
ら
復
原
さ
れ
る
陣
が
令
規
の
原
則
を
継
承
す
る

も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
陣
の
場
も
大
宝
令
制
下
に
遡
る
、
伝
統
的
な
も
の

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
い
え
ば
、平
安
宮
で
は
兵
衛
府
の
陣
は
龍
尾
道
下
に
置

か
れ
る
が
、
こ
れ
は
前
代
の
大
極
殿
閤
門
外
の
陣
に
対
応
す
る
も
の
で
、
閤
門
を
警

備
す
る
兵
衛
の
職
掌
を
伝
え
る
も
の
と
理
解
で
き
よ
う
。
平
安
宮
に
お
い
て
大
極
殿

閤
門
が
撤
去
さ
れ
た
後
も
、
兵
衛
は
閤
門
外
に
相
当
す
る
龍
尾
道
下
に
陣
を
構
え
た

の
で
あ
る
。
ま
た
、
左
右
衛
門
府
衛
士
三
〇
〇
人
の
会
昌
門
以
外
三
門
へ
の
分
配
の

状
況
も
、宮
の
構
造
の
変
化
か
ら
無
理
な
く
理
解
で
き
る
。
令
規
の
左
右
衛
士
府
、衛

門
府
は
大
同
二
年
（
八
〇
七
）
に
左
右
衛
門
府
と
し
て
再
編
さ
れ
る
が
、
再
編
前
は
、

外
門
（
宮
城
門
）・
中
門
（
宮
門
）
の
警
備
を
分
担
し
て
行
な
っ
て
い
た㉑
。『
延
喜
式
』
に

み
え
る
会
昌
門
以
外
三
門
の
陣
は
、
衛
府
の
再
編
後
、
外
門
（
宮
城
門
）・
中
門
（
宮

門
）
の
警
備
を
左
右
衛
門
府
が
担
っ
た
結
果
と
推
測
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
陣
ご
と

に
生
じ
た
端
数
は
、
も
と
衛
門
・
左
右
衛
士
の
三
衛
府
で
三
〇
〇
名
で
あ
っ
た
衛
士

を
、
あ
ら
た
め
て
三
門
に
振
り
分
け
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
際
、
そ
の

理
由
は
不
明
な
が
ら
応
天
門
外
の
み
隊
幡
が
四
旒
建
て
ら
れ
た
た
め
、
そ
れ
に
対
応
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す
る
よ
う
に
小
幡
の
数
を
減
じ
た
と
考
え
て
お
き
た
い
。
こ
の
よ
う
に
、
五
〇
〇
名

か
ら
構
成
さ
れ
る
大
儀
の
儀
仗
は
、
そ
の
人
数
と
陣
の
配
置
に
お
い
て
令
規
と
見
事

に
一
致
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
令
制
当
初
の
状
況
を
極
め
て
正
確
に
伝
え
て
い

る
も
の
と
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
藤
原
宮
に
お
け
る
大

宝
令
制
下
の
大
儀
の
衛
府
の
陣
は
、
大
極
殿
南
門
外
＝
左
右
兵
衛
府
、
朝
堂
院
南
門
外

＝
左
右
衛
士
府
、
朱
雀
門
外
＝
衛
門
府
と
な
り
、
思
い
の
外
単
純
な
配
置
で
あ
っ
た

と
推
測
さ
れ
る
。
恐
ら
く
、
内
門
（
閤
門
）
内
に
は
衛
府
の
陣
は
置
か
れ
ず
、
仮
に
あ

る
と
す
れ
ば
中
務
省
の
率
い
る
内
舎
人
の
陣
の
み
で
は
な
か
っ
た
か
と
憶
測
す
る
。

他
方
、
平
安
宮
の
龍
尾
道
以
北
（
当
初
の
大
極
殿
閤
門
内
）
の
幡
は
、
左
近
衛
府
の

幡
が
小
幡
四
二
旒
と
鷹
像
隊
幡
四
旒
で
四
六
旒
、
北
門
の
左
兵
衛
府
が
小
幡
一
八
旒

で
あ
る
が
、
そ
の
端
数
は
、
同
様
に
近
衛
府
の
成
立
と
展
開
を
中
心
と
し
た
、
天
皇

側
近
の
衛
府
の
変
遷
の
な
か
で
理
解
で
き
る㉒
。
以
下
、
推
測
を
交
え
つ
つ
検
討
し
て

み
る
。
授
刀
衛
が
成
立
し
た
天
平
宝
字
三
年
（
七
五
九
）
以
降㉓
、
中
衛
府
と
授
刀
衛

（
の
ち
近
衛
府
）
の
儀
仗
は
、
両
府
の
纛
幡
の
ほ
か
、
中
衛
と
授
刀
舎
人
（
近
衛
）
が
そ

れ
ぞ
れ
五
〇
名
ず
つ
大
極
殿
院
内
に
配
さ
れ
た
と
思
わ
れ
、
そ
の
配
置
は
、
大
極
殿

前
庭
に
三
〇
旒
（
隊
幡
二
旒
＋
小
幡
二
八
旒
）、北
門
に
二
〇
旒
（
隊
幡
二
旒
＋
小
幡
一
八

旒
）
と
推
測
さ
れ
る
。
天
平
宝
字
八
年
（
七
六
四
）
十
月
以
前
に
外
衛
府
が
設
置
さ
れ

た
後
は㉔
、
近
・
中
・
外
の
三
衛
が
大
極
殿
院
内
の
儀
仗
を
担
っ
た
が
、
外
衛
府
は
纛

幡
の
ほ
か
前
庭
に
外
衛
三
〇
名
（
隊
幡
二
旒
＋
小
幡
二
八
旒
）
の
み
が
配
さ
れ
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
宝
亀
三
年
（
七
七
二
）
に
外
衛
府
が
廃
止
さ
れ
た
後
は㉕
、

大
極
殿
院
前
庭
の
三
衛
の
小
幡
八
四
旒
が
中
衛
府
と
近
衛
府
に
二
分
し
て
四
二
旒
ず

つ
分
配
さ
れ
、
中
衛
府
と
近
衛
府
の
隊
幡
八
旒
は
、
前
庭
の
中
衛
府
・
近
衛
府
の
陣

に
集
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
北
門
の
小
幡
三
六
旒
は
、
恐
ら
く
は
大
極
殿
閤
門
の

撤
去
を
契
機
と
し
て
、遅
く
と
も
大
同
二
年
（
八
〇
八
）
の
六
衛
府
制
へ
の
移
行
時
ま

で
に
兵
衛
府
に
移
管
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
外
衛
府
の
隊
幡
二
旒
は
断
案
を
も
た

な
い
が
、
宝
亀
三
年
に
廃
止
さ
れ
た
と
憶
測
す
れ
ば
、『
延
喜
式
』
に
み
え
る
端
数
は

説
明
で
き
る
の
で
あ
る
。

『
延
喜
式
』
に
よ
る
と
、
上
記
の
ご
と
き
幡
の
構
成
の
ほ
か
に
、
区
画
の
構
造
が
窺

わ
れ
る
史
料
が
み
て
と
れ
る
。
左
衛
門
尉
が
衛
士
已
上
を
率
い
て
陣
列
す
る
「
龍
尾

道
以
南
諸
門
」
で
あ
る
。『
儀
式
』
に
よ
る
と
、
こ
の
諸
門
は
宣
政
門
に
対
応
し
、
朝

堂
院
東
面
の
脇
門
に
あ
た
る
。
そ
の
他
の
小
門
は
、
左
衛
門
志
が
衛
士
已
上
を
率
い

て
陣
列
す
る
「
東
西
諸
門
及
余
腋
門
」
に
あ
た
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
こ

の
比
定
は
大
過
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
一
つ
の
門
を
指
す
の
に
な

ぜ
「
諸
門
」
と
称
し
た
の
か
。
憶
測
を
交
え
れ
ば
、
こ
の
記
述
は
『
弘
仁
式
』
段
階

の
記
述
を
そ
の
ま
ま
引
き
継
い
だ
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
あ
り
、
平
安
宮
以
前
の
い

ず
れ
か
の
時
期
に
、
朝
堂
院
な
い
し
そ
れ
に
類
す
る
区
画
に
お
い
て
、
東
面
回
廊
な

い
し
築
地
に
、「
諸
門
」
と
さ
れ
る
小
門
以
外
の
門
が
二
つ
以
上
存
在
し
た
事
実
を
伝

え
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か㉖
。

以
上
、『
儀
式
』『
延
喜
式
』
に
み
え
る
大
儀
の
儀
仗
に
検
討
を
加
え
た
。
朝
堂
院

に
お
け
る
兵
衛
府
・
衛
門
府
の
儀
仗
の
規
定
は
、
令
制
五
衛
府
に
よ
る
儀
仗
の
あ
り

か
た
を
色
濃
く
と
ど
め
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
反
面
、
龍
尾
道
上
の
儀

仗
は
、
衛
府
の
改
編
、
と
り
わ
け
八
衛
府
か
ら
左
右
近
衛
府
の
成
立
過
程
で
理
解
さ

る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
の
理
解
を
示
し
た
。
付
言
す
れ
ば
、『
令
集
解
』
に
「
元
日
夫

装
二
五
纛
一
有
二
鉦
鼓
一
也㉗
」
と
み
え
る
「
五
纛
」
は
、
五
種
類
の
纛
幡
を
示
す
も
の
で

は
な
か
ろ
う
。
纛
幡
は
、
将
軍
の
建
て
る
幡
で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
宮
の
警
備
に

あ
た
る
衛
府
の
長
官
、
す
な
わ
ち
令
制
五
衛
府
の
督
が
建
て
る
五
本
の
幡
と
理
解
す

る
の
が
至
当
で
あ
り
、
古
記
の
「
五
纛
」
は
、
大
宝
令
当
初
の
儀
仗
を
的
確
に
示
し

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、『
延
喜
式
』
に
お
い
て
は
、
中
務
の

纛
幡
二
旒
を
含

め
八
本
の
纛
幡
が
確
認
さ
れ
る
が
、
こ
の
数
は
、
八
衛
府
の
時
代
に
八
本
の
纛
幡
が

建
て
ら
れ
た
故
実
に
基
づ
く
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
武
官
で
は
な
い
内
舎
人㉘
の
陣
に

纛
幡
が
存
在
す
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
事
情
に
よ
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
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二　

文
安
御
即
位
調
度
図
と
そ
の
構
成

本
節
は
、
調
度
図
に
描
か
れ
た
儀
仗
、
調
度
を
対
象
と
し
、
調
度
図
の
構
成
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
そ
の
際
、『
延
喜
式
』
の
規
定
と
の
相
違
点
を
整

理
し
、
そ
の
差
異
が
な
ぜ
生
じ
た
の
か
を
追
究
す
る
視
角
を
堅
持
し
た
い
と
思
う
。

調
度
図
の
性
格
は
、以
下
に
あ
げ
る
研
究
に
よ
り
提
示
さ
れ
た
。
岩
橋
小
弥
太
は
、

文
安
年
中
（
一
四
四
四
〜
四
九
）
に
は
即
位
式
が
な
か
っ
た
こ
と
、「
文
安
元
年
正
月

令
二
書
写
一
了
。
藤
原
光
忠
」
の
奥
書
に
つ
い
て
、
文
安
元
年
は
二
月
改
元
で
あ
る
こ

と
、
藤
原
光
忠
は
こ
の
年
に
四
歳
で
あ
る
こ
と
な
ど
、
疑
問
点
を
的
確
に
指
摘
し
た

上
で
、「
登
極
礼
が
大
極
殿
で
行
な
わ
れ
て
い
た
時
代
の
調
度
図
録
」
と
位
置
づ
け
ら

れ
た
。
福
山
敏
男
は
、日
像
幢
に「
保
安
記
」を
引
く
こ
と
か
ら
保
安
四
年（
一
一
二
三
）

の
崇
徳
天
皇
即
位
式
以
降
の
即
位
調
度
図
で
あ
る
こ
と
、
高
御
座
壇
上
に
摂
政
座
の

記
述
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
保
安
以
降
仁
安
ま
で
の
即
位
式
の
う
ち
、
摂
政
が

置
か
れ
た
永
治
元
年
（
一
一
四
一
）
の
近
衛
天
皇
、
永
万
元
年
（
一
一
六
五
）
の
六
条

天
皇
、仁
安
三
年
（
一
一
六
八
）
の
高
倉
天
皇
即
位
式
の
三
度
の
う
ち
い
ず
れ
か
と
指

摘
さ
れ
た㉙
。
調
度
図
の
成
立
年
代
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
こ
こ
に
ほ
ぼ
定
ま
っ
た
と
い

え
、
以
後
、
米
田
雄
介
氏
が
調
度
図
諸
本
の
書
誌
的
事
項
を
整
理
さ
れ
た
ほ
か
、
吉

川
真
司
氏
は
、
調
度
図
の
細
部
描
写
に
み
え
る
差
異
に
注
意
を
払
い
な
が
ら
、
特
に

宝
幢
・
四
神
旗
が
検
討
さ
れ
て
い
る㉚
。

調
度
図
は
都
城
儀
式
の
考
究
に
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
史
料
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
そ
の
内
容
に
ま
で
立
ち
入
っ
た
専
論
は
さ
ほ
ど
多
く
は
な
い
。
か
か
る
研
究
状

況
に
お
い
て
、
金
子
裕
之
は
、
調
度
図
の
構
成
を
意
識
し
つ
つ
、
宝
幢
・
四
神
旗
の

画
像
を
美
術
史
的
に
検
討
す
る
と
と
も
に
、
帽
額
の
変
遷
を
取
り
上
げ
、
調
度
図
の

時
代
的
特
質
の
解
明
を
志
ざ
さ
れ
た㉛
。
た
だ
し
、
金
子
の
議
論
は
も
っ
と
も
基
本
と

な
る
『
儀
式
』『
延
喜
式
』
と
の
比
較
検
討
が
不
充
分
で
あ
る
こ
と
、調
度
図
原
本
の

描
か
れ
た
時
代
、
す
な
わ
ち
院
政
期
に
い
た
る
即
位
儀
の
歴
史
的
変
遷
の
な
か
に
調

度
図
を
位
置
づ
け
る
視
角
に
乏
し
い
こ
と
な
ど
、
さ
ら
な
る
検
討
の
余
地
も
残
さ
れ

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

調
度
図
に
描
か
れ
た
図
像
の
概
略
は
、次
の
通
り
で
あ
る
。
Ａ
高
御
座
。
Ｂ
宝
幢
・

四
神
旗
。
Ｃ
儀
仗
の
一
部
と
帽
額
。
Ｄ
儀
仗
。
Ｅ
女
嬬
・
大
舎
人
執
物
。
な
お
、
言

及
す
る
幡
を
番
号
で
示
す
た
め
、
図
一
に
調
度
図
の
ト
レ
ー
ス
図
を
掲
げ
た
ほ
か
、

調
度
図
の
儀
仗
を
『
延
喜
式
』
と
同
様
に
表
二
に
ま
と
め
た
。
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
の

記
載
内
容
を
や
や
詳
し
く
検
討
す
る
。

Ａ
：
高
御
座
。
多
く
の
写
本
で
は
巻
頭
に
描
か
れ
る
も
の
の
、
Ｃ
の
帽
額
の
下
に

描
か
れ
る
写
本
が
知
ら
れ
る32
。
米
田
氏
が
指
摘
す
る
通
り
、
こ
ち
ら
が
本
来
で
あ
ろ

う
（
後
述
）。

Ｂ
：
宝
幢
・
四
神
旗
（
1
〜
7
）。
吉
川
真
司
氏
が
、「
原
図
ど
お
り
天
皇
か
ら
見
た

さ
ま
」
と
注
記
し
て
、
明
確
に
示
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
が33
、
北
か
ら
み
た
絵
像
で
あ

る
。
な
お
、
か
ね
て
か
ら
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
調
度
図
の
四
神
旗
の
配
置
は
、『
続

日
本
紀
』
の
大
宝
元
年
（
七
〇
一
）
朝
賀
と
比
較
す
る
と
、
青
龍
と
朱
雀
、
白
虎
と
玄

武
の
位
置
が
東
西
入
れ
替
わ
り
異
な
る
も
の
の34
、『
儀
式
』『
延
喜
式
』
に
み
え
る
配

置
と
は
一
致
し
て
い
る
点
を
確
認
し
て
お
く
。

宝
幢
・
四
神
旗
は
、
次
の
二
点
を
傍
証
と
し
て
、
北
を
正
面
と
し
て
建
て
ら
れ
て

い
た
と
考
え
る
。
そ
の
一
つ
は
、
即
位
式
の
記
録
に
み
え
る
烏
幢
の
記
述
で
あ
る
。

保
安
度
即
位
式
に
お
い
て
、「
銅
烏
幢
〈
北
面
立
レ
之
〉」、「
銅
烏
幢
向
レ
北
立
レ
之
」
と

み
え
、
銅
烏
幢
が
北
向
き
に
建
て
ら
れ
る
こ
と
が
特
記
さ
れ
る35
。
同
様
の
記
述
は
、

保
元
度
即
位
式
に
お
い
て
も
「
銅
烏
幢
〈
色
黄
北
レ
向
。（
後
略
）〉」
と
み
え
確
認
で

き
る36
。
こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
、
烏
幢
が
「
北
向
」
に
建
て
ら
れ
た
と
す
る
理
解
は
、

少
な
く
と
も
調
度
図
の
描
か
れ
た
院
政
期
の
即
位
式
に
お
い
て
は
疑
い
の
余
地
は
な

い
と
思
わ
れ
る37
。

も
う
一
つ
の
傍
証
は
、近
世
以
降
に
描
か
れ
た
御
即
位
図
の
図
像
で
あ
る
（
図
二38
）。

近
世
の
御
即
位
図
は
、
南
方
も
し
く
は
や
や
東
南
方
向
上
空
に
視
点
を
お
い
て
描
か
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図 1　神宮文庫所蔵「文安御即位調度之図」トレース図
（神宮文庫編『即位の礼と大嘗祭』掲載図版より作成）
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れ
て
い
る
。
多
く
の
図
は
、
絵
画
と
し
て
の
構
図
や
見
映
え
が
重
視
さ
れ
、
宝
幢
・

四
神
旗
を
は
じ
め
と
し
て
、す
べ
て
の
幡
の
絵
柄
が
み
え
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

東
西
に
建
て
ら
れ
た
幡
は
、内
側
を
正
面
に
建
て
ら
れ
た
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、

東
列
の
幡
は
、
実
際
の
建
て
方
と
は
反
対
に
、
幡
の
絵
柄
が
み
え
る
よ
う
に
描
か
れ

て
い
る
。
問
題
は
宝
幢
・
四
神
旗
で
あ
る
が
、
こ
の
図
に
よ
る
限
り
、
絵
図
に
み
え

る
よ
う
に
南
向
き
に
建
て
ら
れ
る
の
が
本
来
の
建
て
方
な
の
か
、
あ
る
い
は
絵
柄
を

み
せ
る
た
め
に
実
際
と
は
逆
に
南
向
き
に
描
か
れ
て
い
る
の
か
は
判
然
と
し
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
管
見
の
限
り
、
近
世
の
即
位
式
を
描
い
た
図
の
な
か
で
一
点
、
異
な

る
記
載
を
も
つ
図
が
知
ら
れ
る
（
図
三39
）。
こ
の
図
は
西
南
方
向
上
空
に
視
点
を
お
い

て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
図
の
宝
幢
・
四
神
旗
の
描
写
を
子
細
に
検
討
す
る
と
、
黒

く
着
色
さ
れ
た
旗
竿
が
幡
よ
り
手
前
側
に
み
え
、
明
ら
か
に
幡
が
北
向
き
に
描
か
れ

て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
同
様
に
、
衛
府
の
幡
の
う
ち
西
列
の
も
の
は
、
幡
の
裏
側

が
描
か
れ
て
い
る
。
か
か
る
描
写
は
、
幡
の
絵
柄
を
み
せ
る
と
い
う
絵
画
と
し
て
の

構
図
を
敢
え
て
無
視
し
、
儀
式
の
あ
り
の
ま
ま
を
描
い
た
も
の
と
理
解
す
べ
き
で
あ

ろ
う
。
す
な
わ
ち
図
三
は
、
近
世
の
即
位
儀
に
お
い
て
も
、
宝
幢
・
四
神
旗
が
北
向

き
に
建
て
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
確
実
な
絵
画
資
料
と
評
価
で
き
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
二
点
の
傍
証
か
ら
、
宝
幢
・
四
神
旗
は
元
来
北
向
き
、
す
な
わ
ち
天
皇
か
ら

み
て
正
面
に
み
え
る
よ
う
に
建
て
ら
れ
た
こ
と
は
確
実
と
思
わ
れ
る
。

Ｃ
：
熊
形
（
纛
）
幡
―
帽
額
―
熊
形
（
纛
）
幡
（
8
〜
35
）。
左
近
衛
府
か
ら
は
じ
ま

る
、
大
極
殿
前
庭
・
龍
尾
道
上
の
儀
仗
で
あ
る
。
東
か
ら
西
へ
描
い
て
い
る
。
宝
幢

の
す
ぐ
北
あ
た
り
か
ら
、
北
向
き
に
み
た
画
像
で
あ
ろ
う
。
高
御
座
が
帽
額
の
下
に

描
か
れ
る
写
本
が
本
来
の
姿
を
伝
え
て
い
る
と
す
る
判
断
は
、
こ
の
理
解
に
よ
る
。

Ｄ
：
儀
仗
（
36
〜
71
）。
調
度
図
の
狛
犬
は
、『
延
喜
式
』
の

像
に
あ
た
る
。『
延

喜
式
』
に
よ
る
と
、「
凡
大
儀
之
日
、
居
二

像
於
会
昌
門
左
一
。
事
畢
返
二
収
本
府
一

〈
右
府
居
レ
右
〉40
」
と
み
え
、
こ
れ
ら
は
会
昌
門
内
に
据
え
ら
れ
た
。
調
度
図
に
も
、

『
延
喜
式
』
の
同
文
が
引
用
さ
れ
る
ほ
か
、「
左
衛
門
府
式
云
、

像
云
々
。
其
躰
狛

表
二　

文
安
御
即
位
調
度
図
の
儀
仗

 

宝
幢
・
四
神
旗
、
高
御
座
、
帽
額
な
ど
を
除
く

陣

威
儀
物

形　

状

番　

号

兵
衛
府

熊
形
纛
幡

1
三
本
柱

8

兵
衛
府

鉦
・
鼓

各
1

9
・
10

左
近
衛
府

鷹
形
幡

4
一
本
柱
・
手
鉾

11
〜
14

万
歳
幡

1
一
本
柱
・
三
俣
鉾

15

龍
像
纛
幡

1
一
本
柱

16

鉦
・
鼓

各
1

17
・
18

兵
庫
寮

鉦
・
鼓

各
1

19
・
20

鉦
・
鼓

各
1

21
・
22

龍
像
纛
幡

1
一
本
柱

27

万
歳
幡

1
一
本
柱
・
三
俣
鉾

28

鷹
形
幡

4
一
本
柱
・
手
鉾

29
〜
32

鉦
・
鼓

各
1

33
・
34

熊
形
纛
幡

1
三
本
柱

35

獣
形
幡

2
一
本
柱
・
三
俣
鉾

36
・
37

鳥
形
幡

1
一
本
柱
・
手
鉾

38

（
会
昌
門
左
北
）
狛
犬

39

鷲
纛
幡

1
三
本
柱

40

獣
像
幡

2
三
本
柱
・
三
俣
鉾

41
・
42

鉦
・
鼓

各
1

43
・
44

纛
幡

1
三
本
柱

45

獣
像
幡

1
一
本
柱
・
三
俣
鉾

46

鳥
像
幡

1
一
本
柱
・
手
鉾

47

鉦
・
鼓

各
1

48
・
49

虎
纛
幡

1
三
本
柱

50

熊
像
幡

1
一
本
柱
・
三
俣
鉾

51

兵
衛
府

鳥
像
幡

1
一
本
柱
・
手
鉾

52

鳥
像
幡

1
一
本
柱
・
手
鉾

53

獣
像
幡

1
一
本
柱
・
三
俣
鉾

54

虎
纛
幡

1
三
本
柱

55

鉦
・
鼓

各
1

56
・
57

鳥
像
幡

1
一
本
柱
・
手
鉾

58

獣
像
幡

1
一
本
柱
・
三
俣
鉾

59

中
務

纛
幡

1
三
本
柱

60

鉦
・
鼓

各
1

61
・
62

獣
像
幡

2
三
本
柱
・
三
俣
鉾

63
・
64

鷲
纛
幡

1
三
本
柱

65

鉦
・
鼓

各
1

66
・
67

会
昌
門
右
北

狛
犬

68

鳥
像
幡

1
一
本
柱
・
手
鉾

69

獣
像
幡

2
一
本
柱
・
三
俣
鉾

70
・
71
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図 3　「即位読　宣命之図」（嗣永芳照編『図説・宮中行事』より転載』）

図 3　部分　拡大

図 2　御即位図（独立行政法人国立文化財機構 奈良文化財研究所所蔵）
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犬
也
云
々
」
と
の
注
記
が
み
え
る
。
対
面
す
る
向
き
に
描
か
れ
た
二
つ
の
狛
犬
を
手

掛
か
り
に
、
そ
の
尾
側
の
三
本
の
幡
を
両
端
と
解
す
る
と
、
Ｄ
の
部
分
は
、
52
と
53

の
幡
の
間
を
中
心
に
ほ
ぼ
左
右
対
称
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
52
の
幡
に

は
「
手
鉾
〈
兵
衛
府
〉」
の
注
記
が
み
え
る
。
こ
の
部
分
の
幡
は
、
龍
尾
道
以
南
、
す

な
わ
ち
朝
堂
院
か
ら
朱
雀
門
に
至
る
ま
で
の
儀
仗
を
描
い
た
と
判
断
さ
れ
る
。
宝
幢

の
南
、
あ
る
い
は
龍
尾
道
下
付
近
か
ら
南
を
み
、
両
端
に
遠
方
の
儀
仗
が
、
中
央
に

も
っ
と
も
近
い
龍
尾
道
下
の
兵
衛
府
の
儀
仗
が
描
か
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
西
南
遠
方
の
幡
（
36
）
か
ら
龍
尾
道
下
中
央
の
幡
（
50
〜
55
）
を
経
て
、

さ
ら
に
東
南
遠
方
（
71
）
へ
と
順
に
調
度
を
描
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
解
す
る
と
、
概
ね
調
度
図
の
画
像
の
構
図
は
理
解
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
上
記
の
理
解
に
お
い
て
も
、
い
く
つ
か
の
問
題
点
が
残
さ
れ
て
い
る
。

も
っ
と
も
目
に
つ
く
点
は
、
幡
の
本
数
で
あ
る
。『
儀
式
』
に
よ
る
と
、
大
儀
の
幡

は
、
七
旒
の
宝
幢
・
四
神
旗
、
纛
幡
八
旒
、
隊
幡
・
某
像
幡
三
二
旒
、
小
幡
六
〇
四

旒
で
あ
る
が
、
調
度
図
の
幡
は
こ
れ
に
比
し
て
圧
倒
的
に
少
な
い
。
七
旒
の
宝
幢
・

四
神
旗
、
纛
幡
一
〇
旒
、
万
歳
旗
二
旒
の
ほ
か
に
、
わ
ず
か
に
二
八
旒
の
幡
が
描
か

れ
る
の
み
で
あ
る
。
こ
の
点
に
留
意
し
つ
つ
、
以
下
、
図
像
の
内
容
か
ら
窺
わ
れ
る

問
題
点
を
列
挙
す
る
。

第
一
は
、
Ｃ
に
み
え
る
熊
形
纛
幡
（
8
・
35
）
に
つ
い
て
。『
延
喜
式
』
に
よ
る
と
、

纛
幡
は
、
中
務
省
の

纛
幡
二
旒
、
左
右
近
衛
府
の
龍
像
纛
幡
二
旒
、
左
右
衛
門
府

の
鷲
像
纛
幡
二
旒
、
左
右
兵
衛
府
の
虎
像
纛
幡
二
旒
の
八
旒
が
知
ら
れ
る
の
み
で
あ

り
、
熊
形
纛
幡
の
由
来
は
詳
ら
か
に
し
得
な
い
。
調
度
図
に
よ
る
と
、「
兵
衛
府
」
と

注
記
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
兵
衛
府
の
隊
幡
に
あ
た
る
「
熊
像
幡
四
旒
」
に
よ
る
も
の

か
と
も
推
測
さ
れ
る
が
判
然
と
し
な
い
。
図
像
そ
の
も
の
に
注
目
す
る
と
、
幡
足
が

八
な
い
し
六
あ
り
、
幡
足
が
四
程
度
の
ほ
か
の
纛
幡
や
、
四
神
旗
と
比
し
て
も
豪
華

な
造
り
で
あ
る
こ
と
も
特
筆
さ
れ
る
。
特
徴
的
に
描
か
れ
る
熊
形
纛
幡
の
描
写
は
、

そ
の
成
立
時
期
が
調
度
図
の
原
本
が
描
か
れ
た
院
政
期
頃
に
降
る
可
能
性
を
示
唆
す

る
と
思
わ
れ
る
。

第
二
は
、
纛
幡
の
描
か
れ
る
位
置
に
つ
い
て
。
60
に
「
中
務
」
の
注
記
が
み
え
、

ま
た
対
称
位
置
の
45
に
は
「

纛
幡
」
と
記
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
が
中
務
省

の

纛
幡
を
描
い
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、中
務
陣
は
龍
尾
道
上
に
あ
り
、

正
し
く
は
Ｃ
、
よ
り
厳
密
に
は
8
お
よ
び
35
の
幡
の
位
置
に
描
か
れ
る
べ
き
も
の
で

あ
っ
た
。
な
お
調
度
図
に
よ
る
と
、
45
に
「
如
二
延
喜
式
一
者
、
可
二
鷲
幡
一
。
而
今
度

如
レ
此
云
々
」
と
み
え
、
こ
の
幡
が
本
来
鷲
像
、
す
な
わ
ち
衛
門
府
の
幡
で
あ
る
べ
き

と
す
る
理
解
を
示
し
て
い
る
。
衛
門
府
の
鷲
纛
幡
で
あ
れ
ば
、
幡
の
描
か
れ
る
位
置

に
問
題
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
衛
門
府
の
纛
幡
は
40
と
65
が
そ
れ
に
あ
た
り
、
纛
幡

は
実
際
に
は
二
旒
多
く
描
か
れ
て
い
る
。
断
案
は
も
た
な
い
が
、「
中
務
」
あ
る
い
は

「

纛
幡
」
と
す
る
注
記
が
混
入
し
た
の
か
、あ
る
い
は
筆
写
の
過
程
で
幡
の
同
定
の

混
乱
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

第
三
は
、
万
歳
旗
（
15
・
28
）
に
つ
い
て
。『
延
喜
式
』
に
こ
の
記
載
は
み
え
ず
、

い
ず
れ
か
の
時
期
に
新
し
く
加
わ
っ
た
も
の
で
あ
る
。『
延
喜
式
』に
み
え
な
い
こ
と

か
ら
、
そ
の
成
立
は
十
世
紀
半
ば
以
降
と
す
る
理
解
が
一
般
的
か
と
も
思
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
管
見
の
限
り
、
即
位
儀
に
お
け
る
万
歳
旗
の
初
見
は
、
弘
仁
度
即

位
式
で
あ
る41
。
付
言
す
る
な
ら
ば
、
前
節
で
検
討
し
た
よ
う
に
、『
延
喜
式
』
の
大
儀

に
か
か
わ
る
記
述
は
、
思
い
の
外
古
儀
を
伝
え
て
い
る
の
で
あ
り
、
遅
く
と
も
平
安

時
代
の
ご
く
初
期
に
は
大
儀
の
儀
仗
に
加
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。

第
四
は
、調
度
図
に
描
か
れ
な
い
儀
仗
に
つ
い
て
。
ま
ず
北
殿
門
（
昭
慶
門
）
の
儀

仗
で
あ
る
が
、『
延
喜
式
』
に
よ
る
と
、
北
殿
門
左
右
に
そ
れ
ぞ
れ
小
幡
十
八
旒
、
さ

ら
に
北
掖
門
（
嘉
喜
門
）・
東
廊
門
（
東
福
門
）
に
も
兵
衛
の
陣
が
み
え
る
も
の
の
（『
延

喜
式
』
に
は
明
示
さ
れ
な
い
も
の
の
西
側
の
永
福
門
・
西
華
門
も
同
様
）、
調
度
図
に
は
一

切
記
述
が
認
め
ら
れ
な
い
。
次
に
、
宣
政
・
章
善
門
に
は
、
左
右
衛
門
府
の
尉
が
衛

士
以
上
を
率
い
て
小
幡
四
旒
を
建
て
る
と
み
え
る
が
、
こ
の
記
述
も
み
え
な
い
。
さ

ら
に
、
調
度
図
の
構
成
に
つ
い
て
の
本
稿
の
理
解
に
よ
る
な
ら
ば
、
応
天
門
外
・
朱
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雀
門
外
に
あ
た
る
幡
は
、
36
〜
38
・
69
〜
71
の
み
で
あ
り
、
仮
に
隊
幡
の
み
と
解
し

て
も
、『
延
喜
式
』
に
み
え
る
幡
の
半
数
し
か
描
か
れ
て
い
な
い
。

第
五
は
、
幡
の
形
状
に
つ
い
て
。
調
度
図
の
幡
に
は
、
先
端
が
三
俣
鉾
（
15
・
28
・

36
・
37
・
41
・
42
・
46
・
51
・
54
・
59
・
63
・
64
・
70
・
71
）
と
手
鉾
（
11
〜
14
・
29
〜
32
・

38
・
47
・
52
・
53
・
58
・
69
）
が
み
え
、
さ
ら
に
三
本
柱
（
41
・
42
・
63
・
64
）
の
も
の

と
一
本
柱
の
も
の
が
混
在
し
て
い
る
。
三
俣
鉾
は
、
三
本
柱
と
一
本
柱
の
も
の
が
み

え
る
半
面
、
手
鉾
は
す
べ
て
一
本
柱
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
調
度
図
に
描
か
れ
た
幡
は
、
い
か
な
る
幡
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う

か
。
三
俣
鉾
は
隊
幡
、
手
鉾
は
小
幡
と
す
る
理
解
も
あ
ろ
う
が
、
こ
の
場
合
、
隊
幡

と
小
幡
が
そ
れ
ぞ
れ
十
四
本
ず
つ
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
幡
の
絵
柄
を
み
る

と
、
隊
幡
と
み
ら
れ
る
三
俣
鉾
の
幡
は
、
い
ず
れ
も
獣
像
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

小
幡
の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
る
手
鉾
は
、
す
べ
て
鳥
像
が
描
か
れ
て
い
る
。『
延
喜

式
』
に
よ
る
と
、
隊
幡
や
そ
れ
に
相
当
す
る
幡
の
絵
柄
は
、
近
衛
府
・
衛
門
府
の
隊

幡
は
鷹
像
で
あ
る
の
に
対
し
、
兵
衛
府
は
熊
像
幡
と
み
え
る
。
調
度
図
の
図
柄
に
よ

る
限
り
、
獣
形
＝
隊
幡
、
鳥
形
＝
小
幡
と
分
類
す
る
こ
と
と
な
り
、
幡
の
絵
柄
と
の

対
応
に
お
い
て
問
題
が
残
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
こ
の
理
解
で
は
、近
衛
府
の
幡
は
、

隊
幡
が
全
く
描
か
れ
ず
小
幡
が
四
本
描
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
一
方
、朝
堂
院
で
は
、

兵
衛
府
が
隊
幡
二
本
・
小
幡
二
本
に
対
し
、
衛
門
府
は
隊
幡
四
本
と
小
幡
一
本
と
な

り
、描
か
れ
て
い
る
幡
の
構
成
は
か
な
り
バ
ラ
ン
ス
が
悪
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

と
す
る
な
ら
ば
、
調
度
図
に
描
か
れ
て
い
る
幡
の
う
ち
、
三
俣
鉾
・
手
鉾
は
い
ず
れ

も
隊
幡
を
描
い
た
も
の
で
あ
り
、
小
幡
は
す
べ
て
省
略
さ
れ
て
い
る
と
解
す
べ
き
で

は
な
か
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
す
べ
て
隊
幡
を
描
い
て
い
る
と
み
る
理
解
に
問
題
は
な

い
か
、
検
討
を
加
え
て
み
る
。

ま
ず
、
龍
尾
道
上
の
儀
仗
か
ら
検
討
す
る
。
難
な
く
理
解
で
き
る
の
は
、
近
衛
府

の
儀
仗
に
つ
い
て
で
あ
ろ
う
。
Ｃ
に
描
か
れ
る
近
衛
府
の
幡
は
、
龍
像
纛
幡
と
鷹
形

幡
が
み
え
、『
延
喜
式
』
の
規
定
に
幡
の
種
類
と
本
数
が
い
ず
れ
も
一
致
し
て
い
る
。

次
に
、
中
務
の

纛
幡
は
、
調
度
図
で
は
朝
堂
院
に
描
か
れ
る
が
、
こ
れ
は
本
来
な

ら
ば
熊
形
纛
幡
が
描
か
れ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
次
に
、
朝
堂
院
の

儀
仗
で
あ
る
が
、
兵
衛
府
儀
仗
の
本
数
は
『
延
喜
式
』
と
等
し
い
。
た
だ
し
、
式
で

は
熊
形
幡
と
さ
れ
る
の
に
対
し
、
調
度
図
の
幡
の
絵
柄
は
熊
・
鳥
・
獣
と
様
々
で
あ

る
。
ま
た
、
応
天
門
外
・
朱
雀
門
外
の
幡
は
、
隊
幡
の
み
が
描
か
れ
て
い
る
と
し
て

も
、
本
数
が
足
り
な
い
。
半
減
さ
れ
て
い
る
と
も
解
さ
れ
る
も
の
の
、
断
案
を
も
た

な
い
。

以
上
、
本
節
で
は
、『
延
喜
式
』
の
記
述
と
の
比
較
か
ら
描
か
れ
る
べ
き
幡
を
特
定

す
る
こ
と
に
よ
り
、
平
安
時
代
即
位
儀
の
儀
仗
に
即
し
て
、
調
度
図
の
構
成
を
明
ら

か
に
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
調
度
図
に
描
か
れ
る
幡
は
、
宝
幢
・
四
神
旗
、
纛
幡

お
よ
び
隊
幡
に
限
ら
れ
て
お
り
、
小
幡
は
す
べ
て
省
略
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
の
が

自
然
と
判
断
し
た
。
ま
た
、『
延
喜
式
』
に
は
み
え
な
い
熊
形
纛
幡
、
万
歳
幡
が
み
え

る
ほ
か
、
隊
幡
の
一
部
が
省
略
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
れ
で
は
、
調
度

図
に
描
か
れ
る
幡
と
『
延
喜
式
』
の
幡
の
相
違
は
い
か
に
し
て
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
節
を
あ
ら
た
め
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
。

三　

平
安
時
代
の
即
位
儀
と
文
安
御
即
位
調
度
図

前
述
の
通
り
、
文
安
即
位
調
度
図
の
作
成
時
期
は
、
永
治
度
、
永
万
度
、
仁
安
度

の
三
度
の
即
位
式
の
い
ず
れ
か
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
理
解
は
概
ね
肯
ぜ
ら
れ

る
も
の
の
、
先
学
の
指
摘
は
、
調
度
図
の
図
像
に
付
さ
れ
た
注
記
を
も
と
に
帰
納
さ

れ
た
見
解
に
過
ぎ
ず
、
平
安
時
代
即
位
儀
の
儀
式
次
第
の
詳
細
と
即
位
図
の
記
載
内

容
や
構
成
を
比
較
検
討
し
た
上
で
導
か
れ
た
結
論
で
は
な
い
。
調
度
図
の
作
成
年
代

は
、
同
時
代
史
料
と
い
え
る
院
政
期
の
即
位
記
や
古
記
録
の
記
述
と
照
合
す
る
こ
と

で
、
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
も
の
と
考
え
る
。
と
り
わ
け
、
前
節
で
確
認
し
た

『
延
喜
式
』
と
調
度
図
と
の
相
違
点
に
こ
そ
、絵
図
の
作
成
時
期
を
検
討
す
る
手
掛
か
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り
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
予
想
す
る
。
以
下
、
儀
仗
の
変
遷
と
い
う
観

点
か
ら
、
平
安
時
代
即
位
儀
の
記
述
に
検
討
を
加
え
た
い
。

平
安
時
代
前
期
、
六
国
史
の
時
代
に
は
、
即
位
記
事
や
即
位
宣
命
が
掲
載
さ
れ
る

も
の
の
、
概
ね
儀
仗
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。『
儀
式
』
の
記
述
が
、
九
世
紀
の
即
位

儀
の
詳
細
を
知
る
手
掛
か
り
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
他
か
ら
孤
立
す
る
詳
細
な
記
録

は
、
弘
仁
十
四
年
（
八
二
三
）
の
淳
和
天
皇
御
即
位
記
の
み
で
あ
る
が
、
後
世
の
史
料

に
「
弘
仁
雨
儀42
」
と
し
て
引
用
さ
れ
る
点
に
よ
る
な
ら
ば
、
即
位
式
雨
儀
の
先
例
と

し
て
、
記
録
に
と
ど
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

平
安
時
代
中
期
、
宇
多
天
皇
以
降
の
即
位
儀
の
記
述
は
、
ほ
ぼ
古
記
録
の
残
存
状

況
に
そ
の
粗
密
が
左
右
さ
れ
る
。
平
安
時
代
中
期
頃
の
儀
式
書
に
よ
る
と
、
延
長
度

即
位
式
の
舗
設
を
図
示
し
た
「
延
長
八
年
図43
」
の
存
在
が
知
ら
れ
、
い
わ
ゆ
る
指
図

も
作
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
が
、
そ
の
具
体
的
な
内
容
は
詳
ら
か
に
し

得
な
い
。
十
世
紀
後
半
以
降
、
永
観
度
即
位
式
・
長
和
度
即
位
式
は
、
と
も
に
『
小

右
記
』
に
記
事
が
み
え
る
も
の
の44
、
儀
仗
の
詳
細
を
検
討
す
る
素
材
と
し
て
は
不
充

分
で
あ
る
。
院
政
期
以
前
の
関
係
史
料
は
、
概
し
て
儀
式
の
詳
細
に
乏
し
く
、
特
に

儀
仗
の
考
察
を
進
め
る
こ
と
は
困
難
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

院
政
期
前
後
に
い
た
り
、記
録
が
豊
か
に
な
る45
。
治
暦
四
年
（
一
〇
六
八
）
の
後
三

条
天
皇
即
位
式
の
次
第
は
、「
後
三
条
院
御
即
位
記
」
に
詳
し
い46
。
た
だ
、
こ
の
儀
は

紫
宸
殿
で
挙
行
さ
れ
て
お
り
、
八
省
院
儀
で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
次
ぐ
白
河
天
皇

以
降
、
古
記
録
に
記
さ
れ
る
即
位
の
記
事
の
増
加
と
あ
い
ま
っ
て
、
即
位
儀
の
か
な

り
詳
し
い
詳
細
が
伝
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
二
条
天
皇
以
降
は
、
六
条
天
皇
、
高
倉
天

皇
、
安
徳
天
皇
と
相
次
い
で
即
位
記
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る47
。
こ
れ
ら
の
部
類
の
編

纂
意
図
、
史
料
の
伝
来
過
程
な
ど
書
誌
学
的
に
検
討
す
る
べ
き
課
題
は
多
い
が
、
本

稿
の
課
題
と
は
異
な
る
た
め
後
考
に
期
す
こ
と
と
し
た
い
。

調
度
図
を
読
み
解
く
上
で
、
極
め
て
注
目
す
べ
き
史
料
が
、
院
政
期
に
連
続
し
て
編

ま
れ
る
即
位
記
の
な
か
で
も
っ
と
も
初
期
に
属
す
る
「
二
条
院
御
即
位
記
」
で
あ
る48
。

こ
の
記
録
に
よ
る
と
、
二
条
天
皇
の
保
元
度
即
位
式
に
際
し
て
、
大
極
殿
・
小
安
殿
・

八
省
院
諸
門
回
廊
・
青
龍
白
虎
楼
・
朱
雀
門
な
ど
、
儀
式
の
場
と
な
る
八
省
院
の
主
要

な
殿
舎
が
修
造
さ
れ
た
。
の
み
な
ら
ず
、
大
極
殿
の
鴟
尾
も
あ
ら
た
に
鋳
造
さ
れ
、
会

昌
門
東
西
の
瓦
垣
も
修
築
さ
れ
た
ほ
か
、
大
極
殿
や
八
省
院
諸
門
の
額
も
新
調
さ
れ
た

と
い
い
、
即
位
式
へ
の
強
い
意
気
込
み
が
感
じ
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
応
天
門
と
朔
鸞
・

栖
鳳
楼
は
修
造
さ
れ
ず
、
東
西
の
朝
集
堂
は
礎
石
の
み
が
残
っ
て
い
た
と
い
う49
。
つ
ま

り
、
保
元
度
即
位
式
は
、
八
省
院
修
造
を
う
け
た
壮
麗
な
儀
式
で
あ
っ
た
点
で
特
筆

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
恐
ら
く
は
一
連
の
作
業
と
し
て
、女
嬬
・

大
舎
人
執
物
な
ど
の
調
度
品
が
新
調
さ
れ
た
。
建
物
の
修
造
と
調
度
品
の
新
調
に
よ

る
即
位
儀
、
こ
れ
ら
の
点
に
よ
り
他
と
は
異
な
る
即
位
式
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
ろ
う
が
、
本
稿
の
関
心
か
ら
も
っ
と
も
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
記
載
内
容
が
、
調

度
図
の
記
載
と
多
く
に
お
い
て
共
通
す
る
こ
と
で
あ
る
。
以
下
、
列
挙
し
つ
つ
検
討

を
加
え
た
い50
。

第
一
、
熊
形
纛
幡
に
つ
い
て
。
調
度
図
の
み
に
み
え
る
熊
形
纛
幡
は
、
会
昌
門
外

の
右
衛
門
府
の
幡
に
み
え
る
。

　

  

鷲
像
纛
幡
一
旒
〈
儀
式
所
レ
載
如
レ
此
。
而
今
度
左
獅
子
、
右
熊
像
也
。
但
有

レ
纛
〉。

『
儀
式
』
の
記
載
と
は
異
な
り
、
こ
の
時
左
衛
門
府
は
獅
子
像
纛
幡
、
右
衛
門
府
は

熊
像
纛
幡
で
あ
っ
た
と
み
え
る
。
こ
れ
ら
の
纛
幡
は
、
保
元
度
即
位
式
の
新
儀
と
み

ら
れ
、
前
節
で
示
唆
し
た
、
そ
の
登
場
が
院
政
期
に
降
る
と
す
る
推
測
を
裏
付
け
る

も
の
で
あ
る
。
調
度
図
で
は
、
龍
尾
道
上
の
中
務
の
陣
に
相
当
す
る
場
所
に
描
か
れ

て
い
る
が
、
あ
ら
た
に
登
場
し
た
纛
幡
で
あ
る
こ
と
で
特
筆
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。

第
二
、
北
殿
門
の
陣
に
つ
い
て
。
調
度
図
に
は
一
切
記
述
が
認
め
ら
れ
な
い
が
、

こ
れ
は
単
純
な
省
略
で
は
な
か
っ
た
と
推
測
す
る
。

　

 

昭
慶
門
北
壇
下
不
レ
引
レ
幔
。
又
殿
南
庭
東
西
壇
下
、
不
レ
立
二
左
右
近
衛
将
監
以
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下
杖
槍
一
。
昭
慶
・
嘉
喜
門
、
不
レ
立
二
兵
衛
尉
以
下
胡
床

幡
一
。（
中
略
）
違
例

也
。

保
元
度
の
即
位
式
に
お
い
て
、
昭
慶
門
周
辺
の
儀
仗
は
省
略
さ
れ
た
ら
し
い
。
調

度
図
の
図
像
に
北
殿
門
の
儀
仗
が
全
く
み
え
な
い
こ
と
は
、「
違
例
」
と
さ
れ
な
が
ら

幡
が
建
て
ら
れ
な
か
っ
た
事
実
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

第
三
、
小
幡
に
つ
い
て
。
前
節
に
お
い
て
、
調
度
図
に
は
、
隊
幡
以
上
の
幡
が
描

か
れ
、
小
幡
は
す
べ
て
省
略
さ
れ
て
い
る
と
推
測
し
た
が
、
保
元
度
の
即
位
式
に
お

い
て
は
、「
杖
槍
」
は
み
え
る
も
の
の
小
幡
は
認
め
ら
れ
な
い
。
近
衛
陣
は
、「
杖
槍

数
行
〈
其
幟
或
蘇
芳
、
或
黄
〉」、
兵
衛
陣
は
「
杖
槍
数
行
」、
会
昌
門
外
衛
門
陣
は

「
立
二
杖
槍
一
」
の
如
く
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、保
元
度
即
位
式
に
際
し
て
、少
な
く
と

も
近
衛
陣
以
外
に
は
小
幡
は
建
て
ら
れ
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
り
、
こ
の
点
で
も
調

度
図
の
記
載
と
一
致
す
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
小
幡
の
実
体
は
、
兵
士
の
も
つ
杖
槍

に
「
幟
」
を
と
り
つ
け
た
も
の
で
あ
り
、
調
度
図
に
み
え
る
幡
が
小
幡
で
は
な
い
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
に
わ
か
に
気
づ
く
点
を
二
三
あ
げ
た
に
過
ぎ
な
い
も
の
の
、
調
度
図
の
特

徴
は
、「
二
条
院
御
即
位
記
」
の
記
述
と
見
事
に
一
致
し
て
い
る
。
保
元
度
の
即
位
儀

は
、
単
に
即
位
記
の
内
容
が
詳
細
を
極
め
る
の
み
な
ら
ず
、
新
儀
に
満
ち
て
い
る
こ

と
が
特
徴
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
信
西
政
権
の
意
気
込
み
、
あ
る
い
は
後
白
河
院
政

の
意
志
が
感
じ
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
知
見
を
も
と
に
前
後
の
即
位
儀
の
記
述
を
み
て

み
る
と
、
そ
の
変
化
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
保
元
度
に
先
行
し
調
度
図
に
も
先
例
と

し
て
引
く
崇
徳
天
皇
の
保
安
度
即
位
式
は
、概
し
て
『
儀
式
』
あ
る
い
は
『
延
喜
式
』

の
規
定
を
遵
守
し
つ
つ
、
古
礼
を
重
ん
じ
て
行
な
わ
れ
て
い
る51
。
さ
ら
に
、
後
白
河

天
皇
の
久
寿
度
即
位
式
は
、
わ
ず
か
な
違
例
の
ほ
か
は
「
自
余
如
二
式
文
一
」
と
み
え

る
よ
う
に
、
ほ
ぼ
『
儀
式
』『
延
喜
式
』
に
準
拠
す
る
傾
向
が
強
い52
。

し
て
み
れ
ば
、
調
度
図
の
図
像
は
、
現
在
知
り
得
る
平
安
時
代
の
即
位
儀
の
文
献

史
料
に
よ
る
限
り
、
二
条
天
皇
の
保
元
度
即
位
式
の
儀
仗
を
も
と
に
、
描
か
れ
た
可

能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
福
山
敏
男
が
指
摘
し
た
「
摂
政
座
」
が
記
さ

れ
る
こ
と
を
重
視
す
る
な
ら
ば
、
調
度
図
の
原
本
は
、
保
元
度
の
新
儀
を
踏
ま
え
、
次

の
天
皇
た
る
六
条
天
皇
の
永
万
度
即
位
式
に
際
し
て
、
そ
の
準
備
か
、
あ
る
い
は
儀

仗
の
確
認
等
の
目
的
で
用
い
ら
れ
た
可
能
性
が
指
摘
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か53
。

結　

び

本
稿
で
は
、『
儀
式
』『
延
喜
式
』
と
文
安
御
即
位
調
度
図
に
み
え
る
大
儀
の
儀
仗

の
史
料
的
検
討
を
行
な
い
、
調
度
図
の
構
成
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
調
度
図

が
描
く
時
代
を
保
元
度
即
位
式
の
新
儀
な
い
し
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
永
万
度
即
位
式

で
は
な
い
か
と
推
定
し
て
み
た
。
本
稿
の
検
討
に
よ
り
、
基
礎
史
料
の
構
成
と
成
立

年
代
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
考
え
る
が
、
こ
の
結
果
、
調
度
図
を
確
か
な
史
料
と
し

た
奈
良
時
代
儀
式
へ
の
遡
及
的
検
討
が
可
能
に
な
る
と
思
う
。
次
な
る
課
題
は
、
発

掘
調
査
で
検
出
し
た
儀
式
関
連
遺
構
の
精
査
と
、
遺
構
に
即
し
た
形
で
の
各
都
城
に

お
け
る
儀
仗
の
復
原
的
検
討
で
あ
る
が
、
既
に
与
え
ら
れ
た
紙
幅
を
超
え
て
い
る
。

詳
論
は
後
日
を
期
し
た
い
。

平
城
宮
跡
で
は
、
二
〇
一
〇
年
四
月
、
遷
都
一
三
〇
〇
年
を
記
念
し
て
、
第
一
次

大
極
殿
が
竣
工
し
た
。
現
在
引
き
続
き
、
第
一
次
大
極
殿
院
復
原
に
む
け
た
事
業
が

進
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
復
原
研
究
に
か
か
わ
る
な
か
で
、
史
跡
に
お
け
る
復
原
建

物
の
目
的
は
、
単
な
る
「
は
こ
も
の
」
建
設
で
は
な
い
し
、「
古
代
を
体
感
す
る
」
場

を
提
供
す
る
に
と
ど
ま
る
も
の
で
も
な
い
と
感
じ
て
い
る
。
復
原
研
究
は
、
多
く
の

場
合
微
に
入
り
細
を
穿
つ
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
思
い
が
け
ず
新
し

い
史
料
的
事
実
・
歴
史
的
事
実
や
、
忘
れ
ら
れ
た
過
去
の
技
術
の
「
発
見
」
へ
と
つ

な
が
る
こ
と
が
あ
る
。そ
の
成
果
の
一
つ
一
つ
は
さ
さ
や
か
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
が
、

そ
の
知
見
は
、
い
ず
れ
も
文
化
財
修
理
の
現
場
や
遺
跡
保
存
の
最
前
線
で
、
文
化
財

を
後
世
に
伝
え
て
い
く
た
め
の
「
智
」
と
し
て
共
有
さ
れ
伝
承
さ
れ
て
い
く
と
思
わ
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れ
る
。
と
す
れ
ば
、
復
原
研
究
や
復
原
事
業
は
、
広
い
意
味
で
文
化
財
を
未
来
に
伝

え
る
役
割
を
担
う
も
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
こ
の
小
文
も
そ
の
一
つ
で
あ
り
た
い

と
願
う
も
の
で
あ
り
、
遺
跡
の
調
査
、
保
護
と
活
用
に
益
す
る
も
の
と
な
れ
ば
望
外

の
幸
せ
で
あ
る
。

注①　
和
田
萃
「
タ
カ
ミ
ク
ラ
―
朝
賀
・
即
位
式
を
め
ぐ
っ
て
」（『
日
本
古
代
の
儀
礼
と
祭

祀
・
信
仰
』
塙
書
房
、
一
九
九
五
年
。
初
出
一
九
八
四
年
）、
加
茂
正
典
「『
儀
式
』
か

ら
見
た
平
安
期
の
天
皇
即
位
儀
礼
―
践
祚
・
即
位
式
・
大
嘗
祭
」（『
日
本
古
代
即
位
儀

礼
史
の
研
究
』
思
文
閣
、
一
九
九
九
年
。
初
出
一
九
九
〇
年
）、
藤
森
健
太
郎
『
古
代

天
皇
の
即
位
儀
礼
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
）
所
収
の
諸
論
考
な
ど
を
参
照
し

た
。

②　

調
度
図
の
書
誌
は
、
米
田
雄
介
「
い
わ
ゆ
る
『
文
安
御
即
位
調
度
図
』
に
つ
い
て
」

（『
日
本
歴
史
』
第
五
一
六
号
、
一
九
九
一
年
）
を
参
照
。
以
下
、
米
田
氏
の
見
解
は
す

べ
て
こ
れ
に
よ
る
。
本
稿
に
お
け
る
検
討
は
、主
に
神
宮
文
庫
所
蔵
「
文
安
御
即
位
調

度
之
図
」（
神
宮
文
庫
編
『
即
位
の
礼
と
大
嘗
祭
』
国
書
刊
行
会
、
一
九
九
〇
年
）
を

用
い
る
が
、
ほ
か
に
、
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
九
条
家
本
「
即
位
装
束
絵
図
」（
九
―

五
七
）、
東
山
御
文
庫
所
蔵
「
御
即
位
御
装
束
絵
様
」（
一
四
二
函
―
四
七
）、
群
書
類

従
本
（『
群
書
類
従
』
第
七
輯
所
収
）、
小
原
文
庫
所
蔵
「
文
安
即
位
調
度
図
巻
」（
熊

本
日
日
新
聞
社
等
主
催
『
即
位
儀
礼
に
み
る
宮
廷
文
化
展
』
図
録
、
一
九
九
〇
年
）、

京
都
大
学
文
学
部
所
蔵
「
御
即
位
式
図
譜
」（『
古
式
に
見
る
皇
位
継
承
「
儀
式
」
宝

典
』
別
冊
歴
史
読
本
、
新
人
物
往
来
社
、
一
九
九
〇
年
）
な
ど
を
適
宜
参
照
し
た
。
な

お
、
史
料
紙
焼
写
真
の
頒
布
に
際
し
て
、
宮
内
庁
書
陵
部
の
新
井
重
行
氏
に
お
世
話
い

た
だ
い
た
。
ま
た
、
神
宮
文
庫
所
蔵
「
文
安
御
即
位
調
度
之
図
」
の
ト
レ
ー
ス
は
、
鎌

田
礼
子
さ
ん
に
お
願
い
し
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。

③　

岩
橋
小
弥
太
「
文
安
御
即
位
調
度
図
」（
続
群
書
類
従
完
成
会
『
群
書
解
題
』
第
五

巻
、
一
九
六
〇
年
）、
福
山
敏
男
「
大
極
殿
の
研
究 

朝
堂
院
概
説
」（『
住
宅
建
築
の
研

究
』福
山
敏
男
著
作
集
第
二
巻
、中
央
公
論
美
術
出
版
、一
九
八
四
年
。
初
出
一
九
五
五

年
）。
以
下
、
岩
橋
氏
・
福
山
氏
の
見
解
は
す
べ
て
こ
れ
に
よ
る
。

④　

吉
川
真
司
「
長
岡
宮
時
代
の
朝
廷
儀
礼
―
宝
幢
遺
構
か
ら
の
考
察
」（
向
日
市
埋
蔵

文
化
財
セ
ン
タ
ー
『
年
報 

都
城
』
一
〇
、一
九
九
九
年
）、
金
子
裕
之
「
平
城
宮
の
宝

幢
遺
構
を
め
ぐ
っ
て
―
宝
幢
遺
構
に
関
す
る
吉
川
説
へ
の
疑
問
」（『
延
喜
式
研
究
』
第

一
八
号
、
二
〇
〇
二
年
）。

⑤　

所
功
氏
は
、
文
安
即
位
調
度
図
に
描
か
れ
た
高
御
座
の
詳
細
な
検
討
を
行
な
い
、
榑

風
上
の
鏡
の
枚
数
の
相
違
が
治
承
元
年
（
一
一
七
七
）
以
後
の
特
徴
を
示
す
と
し
た
上

で
、鎌
倉
時
代
の
要
素
を
含
む
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
所
「
高
御
座
の
伝
来
と
絵

図
」『
京
都
産
業
大
学
世
界
問
題
研
究
所
紀
要
』
第
一
〇
巻
、
一
九
九
〇
年
）。

⑥　

例
え
ば
、
橋
本
義
則
「
朝
政
・
朝
儀
の
展
開
」（『
平
安
宮
成
立
史
の
研
究
』
塙
書

房
、
一
九
九
五
年
。
初
出
一
九
八
六
年
）、
新
川
登
亀
男
「
四
神
旗
の
諸
問
題
」（『
日

本
古
代
の
儀
礼
と
表
現
―
ア
ジ
ア
の
中
の
政
治
文
化
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年
。

初
出
一
九
九
一
年
）、
和
田
萃
「
四
神
図
の
系
譜
」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報

告
』
第
八
〇
集
、
一
九
九
九
年
）、
佐
野
真
人
「「
儀
仗
旗
」
に
関
す
る
一
考
察
」（
皇

學
館
大
学
史
料
編
纂
所
『
史
料
』
第
二
一
二
号
、
二
〇
〇
七
年
）
な
ど
。

⑦　

黒
須
利
夫
「
大
儀
の
系
譜
―
律
令
国
家
の
威
儀
を
め
ぐ
る
一
考
察
」（『
歴
史
人
類
』

第
二
四
号
、
一
九
九
六
年
）。

⑧　
『
衣
服
令
』
武
官
礼
服
条
、
同
朝
服
条
。

⑨　
『
延
喜
式
』
の
引
用
は
、
新
訂
増
補
国
史
大
系
本
に
よ
り
、
割
注
部
分
は
〈　

〉
で

示
し
た
（
以
下
、
他
の
史
料
で
も
同
様
）。

⑩　
『
儀
式
』
巻
六
元
正
朝
賀
儀
に
よ
る
と
、
会
昌
門
外
の
「
小
幡
卌
九
旒
」
は
「
小
幡

卅
九
旒
」、
応
天
門
外
の
「
隊
幡
二
旒
」
は
「
隊
幡
四
旒
」
と
み
え
る
。
な
お
そ
れ
ぞ

れ
、「
小
幡
卌
九
旒
」、「
隊
幡
四
旒
」
と
す
る
異
本
が
あ
る
と
い
う
。

⑪　
『
令
義
解
』
軍
防
令
私
家
鼓
鉦
条
。

⑫　
『
延
喜
式
』
兵
庫
寮
大
儀
条
。

⑬　
『
延
喜
式
』
兵
庫
寮
撃
鉦
鼓
人
条
。

⑭　
『
延
喜
式
』
兵
庫
寮
大
儀
行
幸
条
、
同
左
近
衛
府
撃
鉦
鼓
人
条
。

⑮　
『
続
日
本
紀
』
霊
亀
元
年
（
七
一
五
）
正
月
甲
申
朔
条
。

⑯　
『
宮
衛
令
』
有
非
違
条
、
同
車
駕
臨
幸
条
。

⑰　
『
令
集
解
』
宮
衛
令
車
駕
臨
幸
条
。

⑱　

高
橋
周
「「
十
上
」
考
―
八
世
紀
の
衛
士
の
編
成
を
め
ぐ
っ
て
」（
笹
山
晴
生
編
『
日

本
律
令
制
の
構
造
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年
）。

⑲　
『
延
喜
式
』
兵
庫
寮
撃
鉦
鼓
人
条
。
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⑳　

な
お
、
兵
庫
寮
が
備
え
る
宝
幢
・
四
神
旗
、
纛
幡
と
、
隊
幡
・
小
幡
と
の
間
に
は
、

幡
の
建
て
方
で
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
前
者
は
「
幢
柱
管
」（
史
料
Ａ
）、「
預
掘
レ
穴

樹
二
管
柱
一
」（
史
料
Ｂ
）、「
其
管
預
前
儲
備
。
余
皆
准
レ
此
」（
史
料
Ｃ
。「
余
」
は
兵

衛
府
・
衛
門
府
の
纛
幡
を
指
す
）
の
如
く
、
預
め
幡
の
柱
を
支
え
る
管
を
埋
め
る
方
式

を
と
り
、
さ
し
ず
め
調
度
図
に
み
え
る
三
本
柱
形
式
と
推
測
さ
れ
る
の
に
対
し
、
後
者

に
は
「
管
」
の
記
述
は
み
え
ず
、
兵
衛
・
衛
士
自
ら
が
支
え
る
方
式
、
す
な
わ
ち
一
本

柱
形
式
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

㉑　

笹
山
晴
生
「
令
制
五
衛
府
の
成
立
と
展
開
」（『
日
本
古
代
衛
府
制
度
の
研
究
』
東
京

大
学
出
版
会
、
一
九
八
五
年
）。

㉒　

笹
山
晴
生
「
中
衛
府
の
研
究
―
そ
の
政
治
史
的
意
義
に
関
す
る
考
察
」（『
日
本
古
代

衛
府
制
度
の
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
五
年
。
一
九
五
七
年
初
出
）。

㉓　

中
衛
府
の
設
置
は
、
神
亀
五
年
（
七
二
八
）
八
月
（『
続
日
本
紀
』
同
月
甲
午
条
）、

授
刀
衛
の
設
置
は
、
天
平
宝
字
三
年
（
七
五
九
）
十
二
月
の
こ
と
で
あ
る
（『
続
日
本

紀
』
同
月
甲
午
条
）。

㉔　

天
平
宝
字
八
年
（
七
六
四
）
十
月
に
外
衛
大
将
・
外
衛
中
将
が
み
え
る
（『
続
日
本

紀
』
同
月
壬
申
条
・
同
癸
未
条
）。

㉕　
『
続
日
本
紀
』
宝
亀
三
年
（
七
七
二
）
二
月
丁
卯
条
。

㉖　

現
在
に
い
た
る
発
掘
調
査
の
知
見
に
よ
る
限
り
、そ
の
候
補
は
藤
原
宮
朝
堂
院
と
平

城
宮
第
一
次
大
極
殿
院
で
あ
る
。

㉗　
『
令
集
解
』
宮
衛
令
元
日
条
古
記
。

㉘　
『
公
式
令
』
内
外
諸
司
条
。
野
田
嶺
志
「
大
将
軍
と
古
代
天
皇
の
武
力
」（『
律
令
国

家
の
軍
事
制
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
四
年
）。

㉙　

な
お
、
福
山
氏
は
後
に
、
行
事
絵
作
成
の
気
運
か
ら
、
永
万
か
仁
安
の
時
の
も
の
と

み
た
方
が
よ
さ
そ
う
、
と
も
指
摘
さ
れ
る
（
福
山
敏
男
「
年
中
行
事
絵
巻
解
説
と
付

表
」『
住
宅
建
築
の
研
究
』
前
掲
。
初
出
一
九
六
八
年
）。

㉚　

吉
川
真
司
「
長
岡
宮
時
代
の
朝
廷
儀
礼
―
宝
幢
遺
構
か
ら
の
考
察
」（
前
掲
）。

㉛　

金
子
裕
之
「『
文
安
御
即
位
調
度
之
図
』
を
め
ぐ
る
問
題
―
大
極
殿
儀
式
と
宝
幢
」

（
都
城
制
研
究
集
会
第
一
回
口
頭
報
告
、於
奈
良
女
子
大
学
、二
〇
〇
七
年
三
月
二
十
四

日
）。
金
子
報
告
は
、
調
度
図
に
み
え
る
玄
武
の
デ
ザ
イ
ン
が
八
世
紀
唐
代
の
図
像
に

類
似
し
、
そ
の
日
本
へ
の
伝
来
は
藤
原
仲
麻
呂
政
権
期
と
推
定
さ
れ
る
こ
と
、
正
倉
院

の
十
二
支
布
幕
が
聖
武
太
上
天
皇
葬
礼
の
帽
額
と
す
る
原
田
淑
人
説
（「
正
倉
院
の
布

幕
」『
東
亜
古
文
化
論
考
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
二
年
）
に
よ
り
つ
つ
、
聖
武
太
上

天
皇
の
葬
送
以
後
帽
額
の
図
像
が
変
化
し
た
と
す
る
理
解
か
ら
、調
度
図
の
図
像
は
藤

原
仲
麻
呂
政
権
期
に
ま
で
遡
り
得
る
も
の
の
、大
宝
元
年
正
月
朝
賀
に
は
遡
ら
な
い
こ

と
を
主
張
さ
れ
た
。吉
川
真
司
氏
と
は
全
く
異
な
る
視
点
か
ら
仲
麻
呂
政
権
期
の
画
期

を
見
い
だ
さ
れ
た
点
は
特
筆
さ
れ
る
。文
安
即
位
調
度
図
の
本
格
的
研
究
と
も
い
う
べ

き
も
の
で
あ
り
、
増
補
を
予
定
さ
れ
て
い
た
と
伝
え
聞
く
儀
仗
の
検
討
は
、
と
り
わ
け

本
稿
の
問
題
関
心
と
も
共
通
す
る
が
、遺
憾
な
が
ら
も
金
子
氏
の
急
逝
に
よ
り
論
文
と

し
て
公
刊
さ
れ
て
い
な
い
。
な
お
、金
子
氏
の
口
頭
報
告
を
聞
い
た
竹
内
亮
氏
の
ご
教

示
に
よ
る
と
、
金
子
氏
の
見
解
は
本
稿
二
節
の
検
討
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、

描
か
れ
て
い
る
幡
の
位
置
、
種
類
に
つ
い
て
異
な
る
理
解
を
示
し
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。

32　

例
え
ば
、
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
九
条
家
本
「
即
位
装
束
絵
図
」、
東
山
御
文
庫
所
蔵

「
御
即
位
御
装
束
絵
様
」（
前
掲
）
な
ど
。

33　

吉
川
真
司
「
大
極
殿
儀
式
と
時
期
区
分
論
」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』

第
一
三
四
集
、
二
〇
〇
七
年
）。

34　
『
続
日
本
紀
』
大
宝
元
年
（
七
〇
一
）
正
月
乙
亥
朔
条
。
な
お
、「
光
明
院
御
即
位

記
」
に
よ
る
と
、
建
武
度
即
位
式
で
は
、
朱
雀
旗
は
日
像
幢
の
西
、
白
虎
旗
が
月
像
幢

の
東
に
建
て
ら
れ
た
。
た
だ
し
、「
今
日
違
例
等
」
と
し
て
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
違
例

と
の
認
識
は
維
持
さ
れ
て
い
た
。

35　
「
師
元
記
」
保
安
四
年
（
一
一
二
三
）
二
月
十
九
日
条
、「
実
親
朝
臣
記
」
同
日
条

（
と
も
に
、『
歴
代
残
闕
日
記
』
第
七
冊
所
収
）。

36　
「
二
条
天
皇
御
即
位
記
」
保
元
三
年
（
一
一
五
八
）
十
二
月
二
十
日
条
（『
続
群
書
類

従
』
第
十
輯
下 

公
事
部
所
収
）。

37　

な
お
、
新
川
登
亀
男
氏
は
、「
各
種
の
「
即
位
記
」
か
ら
み
て
、
少
な
く
と
も
平
安

宮
以
降
に
お
い
て
は
、
銅
烏
幢
は
黄
色
で
北
向
き
に
建
て
ら
れ
、（
中
略
）
銅
烏
幢
を

の
ぞ
く
こ
れ
ら
（
日
像
幢
・
月
像
幢
・
四
神
旗
。
筆
者
注
）
は
、
す
べ
て
南
向
き
に
建

て
ら
れ
て
い
た
も
よ
う
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
が
（「
四
神
旗
の
諸
問
題
」
前
掲
）、
宝

幢
・
四
神
旗
が
南
向
き
に
建
て
ら
れ
る
と
す
る
理
解
の
根
拠
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。

38　

御
即
位
図
（
独
立
行
政
法
人
国
立
文
化
財
機
構
奈
良
文
化
財
研
究
所
所
蔵
）。

39　

宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
「
公
事
録
」
所
収
、「
即
位
読　

宣
命
之
図
」（
嗣
永
芳
照
編
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『
図
説
・
宮
中
行
事
』
同
盟
通
信
社
、
一
九
八
〇
年
）。

40　
『
延
喜
式
』
左
衛
門
府

像
条
。

41　
「
淳
和
天
皇
御
即
位
記
」（『
続
群
書
類
従
』
第
十
輯
下 

公
事
部
所
収
）。

42　
『
北
山
抄
』
巻
五
踐
祚
抄
、
即
位
事
勘
物
。

43　

例
え
ば
、『
北
山
抄
』
巻
五
踐
祚
抄
、
即
位
事
勘
物
な
ど
。

44　
『
小
右
記
』
永
観
二
年
（
九
八
四
）
十
月
十
日
条
、
長
和
五
年
（
一
〇
一
六
）
二
月

七
日
条
。

45　

十
世
紀
か
ら
十
二
世
紀
ま
で
の
即
位
式
の
変
化
は
、藤
森
健
太
郎
「
十
〜
十
二
世
紀

の
「
天
皇
即
位
」
儀
」（『
古
代
天
皇
の
即
位
儀
礼
』
前
掲
）
を
、院
政
期
の
即
位
式
に

つ
い
て
は
、溝
口
正
人
「
中
世
即
位
式
の
空
間
構
造 

儀
式
に
み
る
古
代
と
中
世
」（
上

野
邦
一
・
片
木
篤
編
『
建
築
史
の
想
像
力
』
学
芸
出
版
社
、
一
九
九
六
年
）
を
参
照
。

な
お
、
即
位
式
へ
参
加
す
る
官
人
の
減
少
と
相
俟
っ
て
儀
仗
も
略
儀
と
な
り
、
幡
の
本

数
も
減
少
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

46　
『
群
書
類
従
』
第
七
輯 

公
事
部
所
収
、『
歴
代
残
闕
日
記
』
第
六
冊
所
収
。
大
江
匡

房
の
日
記
『
江
記
』
か
ら
抄
出
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

47　

清
原
頼
業
「
二
条
院
御
即
位
記
」、
中
原
師
元
「
六
条
院
御
即
位
記
」、
清
原
頼
業

「
高
倉
院
御
即
位
記
」、
同
「
安
徳
天
皇
御
即
位
記
」。
い
ず
れ
も
『
続
群
書
類
従
』
第

十
輯
下 

公
事
部
所
収
。

48　

ほ
か
に
、「
保
元
三
年
番
記
録
」（『
続
群
書
類
従
』
第
十
輯
下
所
収
）
に
も
詳
細
な

記
録
が
み
え
る
。

49　

上
原
真
人
氏
に
よ
る
と
、
保
元
の
修
造
の
眼
目
は
、
宮
の
正
面
観
を
き
わ
だ
た
せ
る

工
事
で
あ
り
、新
築
の
会
昌
門
外
東
西
瓦
垣
ご
し
に
大
極
殿
の
大
棟
の
両
側
で
光
り
輝

く
鴟
尾
を
臨
む
こ
と
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
史
料
に
は
み
え
な
い
も
の
の
、
瓦

の
出
土
状
況
か
ら
平
安
宮
大
垣
の
う
ち
南
面
大
垣
の
修
理
が
推
測
さ
れ
る
と
い
う（
上

原
「
院
政
期
平
安
宮
―
瓦
か
ら
み
た
」（
高
橋
昌
明
編
『
院
政
期
の
内
裏
・
大
内
裏
と

院
御
所
』
平
安
京
・
京
都
研
究
叢
書
1
、
文
理
閣
、
二
〇
〇
六
年
）。

50　

以
下
、
特
に
注
記
を
し
な
い
史
料
は
、
い
ず
れ
も
「
二
条
院
御
即
位
記
」
に
よ
る
。

51　
『
中
右
記
』
保
安
四
年
（
一
一
二
三
）
二
月
十
九
日
条
、「
師
元
記
」
同
日
条
（
前

掲
）、「
実
親
朝
臣
記
」
同
日
条
（
前
掲
）。

52　
『
兵
範
記
』
久
寿
二
年
（
一
一
五
五
）
十
月
二
十
六
日
条
。

53　

永
万
元
年
（
一
一
六
五
）
八
月
一
日
に
は
会
昌
門
が
、翌
二
年
七
月
二
十
五
日
に
は

応
天
門
廊
が
顚
倒
し
た
。
衛
門
府
の
隊
幡
が
省
略
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、門
の
倒
壊
と

か
か
わ
る
可
能
性
も
残
さ
れ
て
い
る
。

付
記　

成
稿
後
の
二
〇
一
一
年
十
月
六
日
、
十
一
月
十
日
の
二
度
に
わ
た
り
、
神
宮
文
庫

所
蔵
「
文
安
御
即
位
調
度
之
図
」（
七
門
一
〇
八
三
号
）
の
熟
覧
調
査
等
を
行
な
う
機
会

を
得
た
。
神
宮
文
庫
の
黒
川
典
雄
氏
を
は
じ
め
、調
査
に
ご
同
行
い
た
だ
い
た
奈
良
文
化

財
研
究
所
の
吉
川
聡
氏
・
中
村
一
郎
氏
、
種
々
ご
高
配
い
た
だ
い
た
皇
學
館
大
学
史
料
編

纂
所
の
遠
藤
慶
太
氏
、
奈
良
文
化
財
研
究
所
の
箱
崎
和
久
氏
に
お
礼
申
し
上
げ
る
。

　
　

ま
た
、
二
〇
一
一
年
十
二
月
十
九
日
に
、
日
本
史
研
究
会
古
代
史
部
会
に
お
い
て
報
告

の
機
会
を
得
た
。
参
加
諸
氏
か
ら
有
益
な
ご
意
見
を
い
た
だ
い
た
が
、成
稿
後
の
こ
と
で

多
く
を
反
映
で
き
な
か
っ
た
。
残
さ
れ
た
課
題
は
後
考
に
期
し
た
い
。（
校
正
に
際
し
て
）

（
独
立
行
政
法
人
国
立
文
化
財
機
構

奈
良
文
化
財
研
究
所
都
城
発
掘
調
査
部
主
任
研
究
員
）


